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第３８回あわら市議会定例会議事日程 

 

                          第 １ 日 

                          平成２１年５月１８日（月） 

                          午前９時３０分開議 

 

１．開会の宣告 

１．市長招集あいさつ 

１．開議の宣告 

１．諸般の報告 

１．行政報告 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 議案第６２号 専決処分の報告について（損害賠償の額を定めることにつ

いて） 

日程第 ４ 議案第６３号 専決処分の報告について（損害賠償の額を定めることにつ

いて） 

日程第 ５ 議案第６４号 専決処分の承認を求めることについて（平成２０年度あわ

ら市一般会計補正予算（第８号）） 

日程第 ６ 議案第６５号 専決処分の承認を求めることについて（あわら市税条例等

の一部を改正する条例の制定について） 

日程第 ７ 議案第６６号 専決処分の承認を求めることについて（あわら市国民健康

保険税条例の一部を改正する条例の制定について） 

日程第 ８ 議案第６７号 専決処分の報告について（損害賠償の額を定めることにつ

いて） 

日程第 ９ 議案第６８号 平成２１年度あわら市一般会計補正予算（第１号） 

日程第１０ 議案第６９号 あわら市住居表示審議会条例の一部を改正する条例の制

定について 

日程第１１ 議案第７０号 あわら市総合振興計画審議会条例の一部を改正する条例

の制定について 

日程第１２ 議案第７１号 あわら市環境基本条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

日程第１３ 議案第７２号 あわら市男女共同参画推進条例の一部を改正する条例の

制定について 

日程第１４ 議案第７３号 字の区域及び名称の変更について 

日程第１５ 議案第７４号 あわら市固定資産評価審査委員会委員の選任について 

日程第１６ 請願第 １号 核兵器廃絶を実現するための請願 
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日程第１７ 一般質問 

 

 （散  会） 
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  １７番 山 川   豊    １８番 海老田 州 夫 

  １９番 見 澤 孝 保    ２０番 東 川 継 央 

  ２２番 杉 田   剛 

 

欠席議員（０名） 
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 市 長  橋 本 達 也    副 市 長  北 島 善 雄 

 教 育 長  寺 井 靖 高    総 務 部 長  圓 道 信 雄 

 財 政 部 長  田 中 利 幸    市民福祉部長  山 岸 利 紀 

 経済産業部長  坪 田 清 孝    土 木 部 長  長谷川 忠 典 

 教 育 部 長  藤 崎 恒 美    会計管理者  佐 孝 博 司 

 土木部理事  佐々木   賢    市民福祉部理事  辻   邦 雄 

 市民福祉部理事  摩 垣 浄 心    芦原温泉上水道財産区管理者  竹 内 正 文 

                                       

 

事務局職員出席者 

 事 務 局 長  柴 田   昇    事務局長補佐  山 口   徹 

 書 記  中 辻 雅 浩 
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   ◎議長開会宣告 

○議長（東川継央君） ただいまから、第３８回あわら市議会定例会を開会いたします。 

（午前９時 32分） 

                                       

   ◎市長招集挨拶 

○議長（東川継央君） 開会にあたり、市長より招集のご挨拶がございます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 本日ここに、第３８回あわら市議会定例会の開会にあたり、一

言ごあいさつを申し上げます。 

 ５月も半ばを過ぎ、新緑も目に鮮やかな季節となりました。議員各位には、何か

とご多忙中にもかかわらず本定例会にご参集をいただき、厚くお礼を申し上げます。 

 さて、昨日第６回あわら市トリムマラソン大会を開催いたしましたところ、東川

議長をはじめ議員各位には、開会式にご出席をいただき、心からお礼を申し上げま

す。１,７７５名のランナーの皆様には、強い雨風の悪コンディションにもかかわら

ず参加していただき、大会を盛り上げていただきましたことに対しまして、心から

感謝申し上げたいと思います。また、芦原温泉旅館協同組合女将の会の皆様をはじ

め、２００名近いボランティアの皆様のご協力により、大会が無事終了できました

ことを深く感謝申し上げます。 

 ところで、先月２４日に、メキシコ合衆国に端を発した新型インフルエンザによ

り、全世界では４１カ国で８,８００人余りが感染し、７５人が死亡しております。

また、国内においては、今月の上旬に、カナダの短期留学から帰国した４人の感染

が確認され、一昨日には、海外渡航歴のない神戸市在住の高校生１人について、国

内で初の感染が確認されたとの発表がありました。その後、大阪府や兵庫県で感染

が拡大し、現在では９６人となっております。 

 市といたしましては、これまで、先月２８日に、関係各課の担当者を集め、新型

インフルエンザ対策推進チーム会議を開催するとともに、先月３０日と今月１日に

は、庁内連絡会議を開催し、市民への注意喚起や職員の健康管理の徹底、防護服、

マスク、手袋等の追加発注をするなどの対応を行って参りました。さらに、一昨日

の国内感染確認の発表を受け、同日午後６時に、あわら市新型インフルエンザ対策

本部を設置し、今後の各部の対応や各種行事等の開催、市民への注意喚起等につい

て協議したところであります。また、昨日午前１１時３０分から、第２回目のあわ

ら市新型インフルエンザ対策本部会議を開催し、県の教育委員会からの修学旅行等

の関する指導を踏まえ、本市の小中学校の修学旅行や部活動の対応等について検討

したところであります。 

 なお、発生地域も、兵庫県から大阪府に広がっており、患者はいずれも海外へ渡

航した経験がなく、関西地方で新型の人から人への感染が進んでいる可能性が強ま
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っております。今後、さらに全国に拡大する恐れがあるものと思われます。 

 今後とも、現状の把握に努めるとともに、国、県から提供される情報の共有に努

めることなどを徹底し、万が一の際には、極力市民に不安感を与えないよう慎重に

対応して参りたいと考えております。 

 さて、本定例会は、来月の市議会議員選挙を控え、議員各位の任期中、最後の定

例会となるものであります。あわら市が誕生して５年が経過いたしましたが、この

間の議員各位の多大なるご支援とご協力に対しまして、心から感謝申し上げる次第

であります。 

 ご案内のとおり、本定例会におきましては、専決処分に関するもの６議案、補正

予算に関するもの１議案、条例の改正に関するもの４議案、字の区域及び名称の変

更に関するもの１議案及び人事案件１議案の計１３議案の審議をお願いするもので

あります。 

 各議案の内容、提案の主旨につきましては後ほどご説明を申し上げますが、何と

ぞ慎重なご審議をいただき、妥当なるご決議をいただきますようお願い申し上げま

して、招集のご挨拶といたします。 

                                       

   ◎開議の宣告 

○議長（東川継央君） 本日の出席議員数は、２１名であります。 

 よって、会議の定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

○議長（東川継央君） 本日の議事日程は、お手元に配布のとおりであります。 

                                       

   ◎諸般の報告 

○議長（東川継央君） 諸般の報告を事務局長より行います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 柴田事務局長。 

○事務局長（柴田 昇君） 諸般の報告をいたします。 

 平成２１年３月２日招集の第３７回定例会において、３月２４日付けで議決され

ました議案につきましては、３月２６日付けで、市長宛に会議結果の報告を行って

おります。 

 今定例会までに受理いたしました請願につきましては、お手元に配布してありま

す請願文書表のとおり、５月８日に１件受理いたしております。 

 次に、本定例会の付議事件は、市長提出議案１３件であります。 

 本定例会の説明出席者は、市長以下１４名であります。 

 以上でございます。 

                                       

   ◎行政報告 

○議長（東川継央君） 市長の行政報告を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 
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○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 各部の所管事項について、行政報告を申し上げます。 

 まず、総務部関係でございますが、総務課所管では、定額給付金の給付事務の現

在の状況について申し上げます。 

 定額給付金については、３月２１日、２２日の両日、各公民館等へ職員が出向き、

申請受付を開始し、その後は市役所総務課と市民生活課、あわら分室の２か所で受

付を行うなど、５月１５日現在で９,９７７世帯、全体の９６.７％が申請を済まさ

れております。まだ申請を終えていないのは３４４世帯であります。支給金額で申

し上げますと、５月１５日現在で４億７,２４２万４,０００円、全体の９８.６％を

口座振込または現金で給付しております。なお、申請期限は９月２４日までとなっ

ておりますので、広報紙やホームページなどでさらに周知徹底を図り、給付漏れが

ないよう事務を進めて参りたいと考えております。 

 次に、市民福祉部関係でございますが、健康長寿課所管では、昨年９月の定例会

におきまして、あわら市社会福祉協議会を金津雲雀ヶ丘寮の指定管理者とする議案

が承認されて以来、関係条例の整備や県への変更申請及び規程の変更等、諸条件の

整備を進め、平成２１年４月１日に社協へ円滑に移行いたしました。 

 人事面では、寮長に施設運営経験者を外部から採用したのをはじめ、職員は市か

ら移行した職員と新採用及び常勤、パートの臨時職員等に市からの派遣職員を加え、

合計９５名の体制となっております。また、双方の居宅介護支援事業所と訪問介護

事業所を統合し、雲雀ヶ丘寮内に配置いたしました。これらのことにより、職員に

つきましては、施設運営のための法的人員数を充足いたしましたので、今後は社協

の新体制により、安定した経営と入所者の方々が安心・安全で快適に生活できるた

めの施設運営に取り組んで参りますので、今後とも議員各位のご理解とご支援を賜

りますようお願いいたします。 

 最後に、教育委員会関係でございますが、文化学習課所管の金津創作の森では、

１月１７日から３月８日まで、「北欧の生活デザインと文化展」を開催いたしました。

世界中で愛されている北欧のイス、食器類などの日用品を展示し、そのデザインの

特性や制作された社会背景とあわせて、文化や風土などをご紹介いたしました。会

期中は７,４４４人の入場者があり、重点目標の入場者増にも貢献しております。本

展は好評のため、東京西新宿のリビングデザインセンター・オゾンへ巡回して開催

中であります。 

 次に、２月２５日から３月３日まで、「グラスワークショップ２００９」を開催い

たしました。例年、ガラス制作の技術中心の短期集中講座として開催して参りまし

たが、今回は「おもてなし・ごはんの時間」と題し、料理家もご招待してのワーク

ショップといたしました。地元の食材を使った料理とその盛りつけを考えた器の制

作を行い、最終日には、食材提供者や芦原温泉の旅館関係者などをご招待して、器

と料理を提案する内容となりました。あわら市の食とアートが融合し、地元食材に

熱い視線が注がれるきっかけになったのではないかと思います。 



 7 

 また、現在、４月１８日から、「クラフトデザイン展」を開催中であります。新緑

の森で、「金澤発・暮らしを彩るクラフト」と題しまして、北陸３県の伝統工芸や伝

統に縛られない新しい工芸の制作に取り組まれている職人や作家の皆様の作品をご

紹介しております。特に本展では、石川県クラフトデザイン協会が共催となって全

面的にご協力いただいており、ゴールデンウィーク中をはじめ、多くの皆様にご観

覧いただいております。デザイン立県を目指す本県にとりまして、創作の森から新

しい工芸品が提案できればと思います。本展は６月１４日まで開催いたします。 

 ところで、開館１０周年記念事業といたしまして、「１０周年記念誌」の編さん及

び「金津創作の森の経済的・社会的効果」の算定、考察を実施して参りましたが、

このたび、それぞれ刊行の運びとなりました。 

 「１０周年記念誌」は、金津創作の森のオープン・プレイベント及びグランド・

オープン以降の企画展や招待作家、入居作家の皆さんの足跡をビジュアルにまとめ

たもので、見て楽しめる内容となっております。 

 また、経済的・社会的効果は、あわら市の施設、金津創作の森の経済効果と社会

的効果を、平成１９年度決算やアンケートなどにより測定したもので、公立大学法

人、福井県立大学経済学部の服部茂幸教授に委託してまとめたものであります。 

 いずれも１,０００部印刷し、関係者の皆様への配布を予定しております。こうし

た記録や検証を基に、今後の財団運営が市民の皆様の生活をより豊かにする方向へ

展開しますよう、有効に活用して参る所存であります。 

 以上で、行政報告を終わります。 

                                       

   ◎会議録署名議員の指名 

○議長（東川継央君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、３番、大下重一君、

４番、山川知一郎君の両名を指名します。 

                                       

   ◎会期の決定 

○議長（東川継央君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

お諮りします。 

 本定例会の会期は、本日から５月２５日までの８日間といたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 異議なしと認めます。 

 従って、本定例会の会期は本日より５月２５日までの８日間と決定しました。 

 なお、会期中の日程は、お手元に配布しました会期日程表のとおりであります。 
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   ◎議案第６２号から議案第６３号の一括上程・提案理由説明 

○議長（東川継央君） 日程第３、議案第６２号、専決処分の報告について（損害賠償

の額を定めることについて）、日程第４、議案第６３号、専決処分の報告について

（損害賠償の額を定めることについて） 

 以上の議案２件を一括議題とします。 

○議長（東川継央君） 上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） ただいま上程されました議案第６２号及び第６３号「専決処分

の報告について」の２議案について、提案理由の説明を申し上げます。 

 議案第６２号につきましては、金津雲雀ヶ丘寮のリフト車による車両破損事故に

係る損害賠償の額を定めたものであります。 

 この事故は、平成２０年１２月１７日、金津雲雀ヶ丘寮のリフト車でデイサービ

ス利用者を迎えに行き、反転するため後退したところ、後方から来た乗用車に衝突

し当該乗用車を破損させたものであり、損害賠償の額を定めることについて、本年

３月２５日付けで専決処分を行ったものであります。 

 次の、議案第６３号につきましては、金津雲雀ヶ丘寮のリフト車による門柱等の

物損事故に係る損害賠償の額を定めたものであります。 

 この事故は、平成２０年１１月２７日、金津雲雀ヶ丘寮のリフト車でデイサービ

ス利用者を自宅に送り届ける際、駐車場へ後退中、門柱と石垣に接触し、これを破

損させたものであり、損害賠償の額を定めることについて、本年３月２９日付けで

専決処分を行ったものであります。 

 以上、２件の専決処分につきましては、地方自治法第１８０条第１項に規定する

議会の委任による専決処分でありますので、同条第２項の規定により報告するもの

であります。 

○議長（東川継央君） 議案第６２号、専決処分の報告について（損害賠償の額を定め

ることについて）、議案第６３号、専決処分の報告について（損害賠償の額を定め

ることについて） 

 以上の議案２件は、これをもって終結いたします。 

                                       

   ◎議案第６４号の上程・提案理由説明・質疑・討論・採決 

○議長（東川継央君） 日程第５、議案第６４号、専決処分の承認を求めることについ

て（平成２０年度あわら市一般会計補正予算（第８号））を議題とします。 

○議長（東川継央君） 本案について提案理由の説明を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） ただいま上程されました議案第６４号「専決処分の承認を求め
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ることについて」の提案理由の説明を申し上げます。 

 議案第６４号につきましては、平成２０年度あわら市一般会計補正予算（第８号）

で、歳入歳出それぞれ１億８,７２２万５,０００円の追加を専決処分したものであ

ります。これに伴い、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ１３１億６,３３３万

３,０００円となっております。 

 次に、補正の主な内容をご説明申し上げます。 

 歳入については、特別地方交付税２億２２２万８,０００円を追加計上するほか、

地方譲与税、配当割交付金、地方消費税交付金、市債など、額の最終確定に伴い、

それぞれ増減額を精算計上するものであります。 

 一方、歳出については、総務費の定額給付金費で一部予算の組み替えを行うほか、

歳入の精算に伴う財源振り替えを行うもので、平成２１年３月３１日付けで専決処

分を行ったものであります。 

 以上が専決処分の内容であります。よろしくご審議をいただき、ご承認を賜りま

すようお願い申し上げます。 

○議長（東川継央君） 本案に対する質疑を許します。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 質疑なしと認めます。 

○議長（東川継央君） ただいま議題となっております議案第６４号につきましては、

会議規則第３７条第３項の規定により、委員会付託を省略し、直ちに採決したいと

存じますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 異議なしと認めます。 

○議長（東川継央君） これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 討論なしと認めます。 

○議長（東川継央君） これより、議案第６４号を採決します。 

 本案は、原案のとおり承認することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（東川継央君） 起立全員です。 

 従って、議案第６４号、専決処分の承認を求めることについて（平成２０年度あ

わら市一般会計補正予算（第８号））については、原案のとおり承認することに決定

しました。 
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   ◎議案第６５号から議案第６６号の一括上程 

                   ・提案理由説明・総括質疑・討論・採決 

○議長（東川継央君） 日程第６、議案第６５号、専決処分の承認を求めることについ

て（あわら市税条例の一部を改正する条例の制定について）、日程第７、議案第６

６号、専決処分の承認を求めることについて（あわら市国民健康保険税条例の一部

を改正する条例の制定について） 

 以上の議案２件を一括議題とします。 

○議長（東川継央君） 上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） ただいま上程されました議案第６５号及び第６６号「専決処分

の承認を求めることについて」の２議案について、提案理由の説明を申し上げます。 

 議案第６５号につきましては、あわら市税条例等の一部を改正したものでありま

す。 

 地方税法の改正により、個人住民税における住宅ローン特別控除の創設や配当・

譲渡益に対する軽減税率の継続、土地に係る固定資産税の負担調整措置の継続、ま

た、住宅の長寿化、いわゆる２００年住宅の促進税制が創設されること等に伴い、

所要の改正を行うことについて、本年３月３１日付けで専決処分を行ったものであ

ります。 

 議案第６６号につきましては、あわら市国民健康保険税条例の一部を改正したも

のであります。 

 地方税法の改正により、介護納付金課税額に係る限度額が９万円から１０万円に

引き上げられたこと等に伴い、所要の改正を行うことについて、本年３月３１日付

けで専決処分を行ったものであります。 

 以上が専決処分の内容であります。よろしくご審議をいただき、ご承認を賜りま

すようお願い申し上げます。 

○議長（東川継央君） 上程議案に対する総括質疑を許します。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 質疑なしと認めます。 

○議長（東川継央君） ただいま議題となっております議案第６５号、議案第６６号に

つきましては、会議規則第３７条第３項の規定により、委員会付託を省略し、直ち

に採決したいと存じますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 異議なしと認めます。 

○議長（東川継央君） これより討論に入ります。 

 議案第６５号について、討論はありませんか。 
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（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 討論なしと認めます。 

○議長（東川継央君） これより、議案第６５号を採決します。 

 本案は、原案のとおり承認することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（東川継央君） 起立全員です。 

 従って、議案第６５号、専決処分の承認を求めることについて（あわら市税条例

等の一部を改正する条例の制定について）は、原案のとおり承認することに決定し

ました。 

                                       

○議長（東川継央君） 議案第６６号について、討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 討論なしと認めます。 

○議長（東川継央君） これより、議案第６６号を採決します。 

 本案は、原案のとおり承認することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（東川継央君） 起立全員です。 

 従って、議案第６６号、専決処分の承認を求めることについて（あわら市国民健

康保険税条例の一部を改正する条例の制定について）は、原案のとおり承認するこ

とに決定しました。 

                                       

   ◎議案第６７号の上程・提案理由説明 

○議長（東川継央君） 日程第８、議案第６７号、専決処分の報告について（損害賠償

の額を定めることについて）を議題とします。 

○議長（東川継央君） 本案について、提案理由の説明を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） ただいま上程されました議案第６７号「専決処分の報告につい

て」の提案理由の説明を申し上げます。 

 議案６７号につきましては、金津中学校駐輪場の屋根が強風により飛ばされたこ

とによる民家の外壁等の破損事故に係る損害賠償の額を定めたものであります。 

 この事故は、平成２１年３月１３日、市が管理する金津中学校駐輪場のトタンぶ

きの屋根が強風により飛ばされ、隣接する民家の外壁とといを破損させたものであ

り、損害賠償の額を定めることについて、本年４月１４日付けで専決処分を行った

ものであります。 

 この専決処分につきましては、地方自治法第１８０条第１項に規定する議会の委

任による専決処分でありますので、同条第２項の規定により報告するものでありま

す。 



 12 

○議長（東川継央君） 議案第６７号、専決処分の報告について（損害賠償の額を定め

ることについて）は、以上をもって終結いたします。 

                                       

   ◎議案第６８号の上程・提案理由説明・質疑・委員会付託 

○議長（東川継央君） 日程第９、議案第６８号、平成２１年度あわら市一般会計補正

予算（第１号）を議題とします。 

○議長（東川継央君） 本案に対する提案理由の説明を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） ただいま上程されました議案第６８号「平成２１年度あわら市

一般会計補正予算（第１号）」の提案理由の説明を申し上げます。 

 議案第６８号につきましては、２億３,１７４万２,０００円の追加補正を行い、

歳入歳出予算の総額をそれぞれ１３０億５,１７４万２,０００円とするものであり

ます。 

 歳出の主なものからご説明いたします。 

 まず総務費では､企画費で行政チャンネル番組制作設備リース料１３２万３,００

０円、北潟東区の親水空間整備に係るコミュニティ助成事業補助金２５０万円など

を計上いたしております。 

 民生費では、老人福祉施設費で金津雲雀ヶ丘寮ホール等改修設計監理業務委託料

１,５５４万円を計上いたしております。 

 また、幼児園費で芦原北及び芦原南幼児園の送迎バス利用者がいなくなったこと

により、幼児園送迎バス運行事業委託料２５７万円を減額する一方、北潟幼児園に

係る送迎バス運行事業補助金２４５万円を追加計上いたしております。 

 このほか、複合福祉施設整備費で旧芦原庁舎の利活用に係る耐震補強計画及び設

計委託料１,７０９万４,０００円を計上いたしております。 

 労働費では、緊急雇用創出事業として、税務課をはじめ各課所管に係る七つの業

務委託料１,５７２万２,０００円を計上しているほか、ふるさと雇用再生特別基金

事業として政策課所管に係るＰＲコンテンツ整備業務委託料７５７万円を計上いた

しております。 

 農林水産業費では、農業振興費で意欲ある女性・熟年農業者ビジネス育成事業補

助金２１６万６,０００円、耕作放棄地再生利用緊急対策事業補助金２７０万円を計

上いたしております。 

 消防費では、常備消防費で消防署庁舎建設設計委託料や地質調査等に係る嶺北消

防組合負担金２,５７８万３,０００円を追加計上するほか、消防施設費で消防署庁

舎建設予定地である花乃杜地籍の土地５,７６５㎡の購入費１億３,５４７万８,０

００円を計上いたしております。 

 教育費では、小学校費の教育振興費で外国語活動評価及び実践研究事業７９万円、

学校給食畑設置支援事業８０万円などを計上いたしております。 
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 また、社会教育費の文化振興費で創作の森アートコア事務所のエアコン修繕料９

０万円を計上いたしております。 

 次に、歳入でありますが、県支出金では労働費県補助金で県緊急地域雇用創出特

別基金事業補助金１,５７２万２,０００円、県ふるさと雇用再生特別基金事業補助

金７５７万円を、農林水産業費県補助金で意欲ある女性･熟年農業者ビジネス育成事

業補助金１６６万６,０００円を計上いたしております。 

 このほか、金津雲雀ヶ丘寮基金繰入金１,５５４万円、繰越金２,６１８万１,００

０円、市債１億５,９００万円をそれぞれ追加計上いたしております。 

 よろしくご審議をいただき、妥当なるご決議をいただきますようお願い申し上げ

ます。 

○議長（東川継央君） 本案に対する質疑を許します。 

 質疑はありませんか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ４番、山川知一郎君。 

○４番（山川知一郎君） ただ今の補正予算の内容で、市民生活課関連で、コミュニテ

ィバス停留所整備費２７万８,０００円が計上されておりますが、聞くところでは、

現在の路線バスが８月末で廃止予定ということでの措置ということでございます

が、この廃止計画について、まず説明をお願いしたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市民福祉部理事、辻 邦雄君。 

○市民福祉部理事（辻 邦雄君） ただいまの山川知一郎議員のご質問にお答えをいた

します。 

 今回の芦原温泉線の廃線に伴いまして、その影響を受ける地区は、剱岳地区の清

滝区、後山区、東山区の３区と考えております。今回、廃止に伴いまして、コミュ

ニティバスの南ルート１号線を延長して運行してその対応をとりたいというふうに

考えているところでございます。 

 以上でございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ４番、山川知一郎君。 

○４番（山川知一郎君） 今回廃止されるルートは剱岳を通っている路線だけというふ

うに聞いておりますが、そのほかの路線は別に廃止予定はないでしょうか。 

 それから、剱岳のところは廃止ということでございますが、コミュニティバスで

大体そっちを通るということでございますけれども、これで子供が、特に中学生が

通学する場合に、時間的にはどういうふうになるのか。現在のコミュニティバスは

かなりあちらこちら回りますので、時間がかかっておりますが、同じような運行で

すと非常に時間がかかるのではないかなと思いますけど、そのあたりについてどう

いうふうに考えておられるのか、お聞かせください。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 
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○議長（東川継央君） 市民福祉部理事、辻 邦雄君。 

○市民福祉部理事（辻 邦雄君） ただいまの質問にお答えをいたします。 

 今回廃線になりますのは、芦原温泉線のみでございます。それで、通学バスとし

て、朝の運行はですね、現在のコミュニティバスを若干、権世市野々が始発なんで

すが、３分ほど早めまして、通学に支障のないように運行したいというふうに考え

ております。 

 実際、東山区で例にとりますと、大体３０分ちょっとかかるようになります。こ

れまで芦原温泉線ですと１５分程度でしたが、コミュニティバスの性質上、１５分

以上、長くかかるということになります。ただ、通学には支障がございませんので、

ご理解いただきたいと思います。 

○議長（東川継央君） ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 質疑なしと認めます。 

○議長（東川継央君） ただいま議題となっています議案第６８号は、お手元に配布し

てあります議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託します。 

                                       

   ◎議案第６９号から議案第７２号の一括上程 

                   ・提案理由説明・総括質疑・委員会付託 

○議長（東川継央君） 日程第１０、議案第６９号、あわら市住居表示審議会条例の一

部を改正する条例の制定について、日程第１１、議案第７０号、あわら市総合振興

計画審議会条例の一部を改正する条例の制定について、日程第１２、議案第７１号、

あわら市環境基本条例の一部を改正する条例の制定について、日程第１３、議案第

７２号、あわら市男女共同参画推進条例の一部を改正する条例の制定について、以

上の議案４件を一括議題とします。 

○議長（東川継央君） 上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） ただいま上程されました議案第６９号「あわら市住居表示審議

会条例の一部を改正する条例の制定について」から議案第７２号「あわら市男女共

同参画推進条例の一部を改正する条例の制定について」までの提案理由の説明を申

し上げます。 

 現在、あわら市では、市長の諮問機関である審議会の委員として市議会議員に参

画をお願いしているところであります。しかしながら、都市計画審議会の委員など

法令に定めがあるものを除くほか、これらの審議会に市議会議員が参画することは

その趣旨から適当でないため、来月執行予定の市議会議員選挙後の本年７月１日か

ら市議会議員をそれぞれの委員に委嘱しないこととするため、この案を提出するも

のであります。 

 なお、住居表示審議会及び総合振興計画審議会の委員については、あわせて、定
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数を２５人から２０人に削減するものであります。 

 以上、４議案につきまして、よろしくご審議をいただき、妥当なるご決議をいた

だきますようお願い申し上げます。 

○議長（東川継央君） 上程議案に対する総括質疑を許します。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 質疑なしと認めます。 

○議長（東川継央君） ただいま議題となっています議案第６９号から議案第７２号ま

での４議案は、お手元に配布してあります議案付託表のとおり、それぞれ所管の常

任委員会に付託します。 

                                       

   ◎議案第７３号の上程・提案理由説明・質疑・委員会付託 

○議長（東川継央君） 日程第１４、議案第７３号、字の区域及び名称の変更について

を議題とします。 

○議長（東川継央君） 本案に対する提案理由の説明を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） ただいま上程されました議案第７３号「字の区域及び名称の変

更について」の提案理由の説明を申し上げます。 

 議案第７３号につきましては、金津東部土地区画整理事業に伴う換地処分により、

高塚、山室地係等の字の区域を変更し、字の区域と現況を合致させるとともに、名

称を自由ヶ丘２丁目に変更するため、この案を提出するものであります。 

 よろしくご審議をいただき、妥当なるご決議をいただきますようお願い申し上げ

ます。 

○議長（東川継央君） 本案に対する質疑を許します。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 質疑なしと認めます。 

○議長（東川継央君） ただいま議題となっています議案第７３号につきましては、お

手元に配布してあります議案付託表のとおり、産業建設常任委員会に付託します。 
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   ◎議案第７４号の上程・提案理由説明・質疑・討論・採決 

○議長（東川継央君） 日程第１５、議案第７４号、あわら市固定資産評価審査委員会

委員の選任についてを議題とします。 

○議長（東川継央君） 本案について提案理由の説明を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） ただいま上程されました議案第７４号「あわら市固定資産評価

審査委員会委員の選任について」の提案理由の説明を申し上げます。 

 本案につきましては、森 之嗣氏が本年４月２４日で辞職をされたため、その後

任として、あわら市山十楽第７号８番地、黒田 哲氏を委員に選任いたしたいので、

提出するものであります。 

 氏は、人格、識見ともに固定資産評価審査委員会委員に適任であると思われます

ので、よろしくご審議をいただきますようお願い申し上げます。 

○議長（東川継央君） 本案に対する質疑を許します。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 質疑なしと認めます。 

○議長（東川継央君） ただいま議題となっております議案第７４号につきましては、

会議規則第３７条第３項の規定により、委員会付託を省略し、直ちに採決いたした

いと存じますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 異議なしと認めます。 

○議長（東川継央君） これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 討論なしと認めます。 

○議長（東川継央君） これより議案第７４号を採決します。 

 本案は、原案のとおり同意することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（東川継央君） 起立全員です。 

 従って、議案第７４号、あわら市固定資産評価審査委員会委員の選任については、

原案のとおり同意することに決定しました。 
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   ◎請願第１号の上程・委員会付託 

○議長（東川継央君） 日程第１６、請願第１号、核兵器廃絶を実現するための請願を

議題とします。 

○議長（東川継央君） ただいま議題となっています請願第１号は、総務常任委員会に

付託し、審査することにしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 異議なしと認めます。 

 従って、この請願は総務常任委員会に付託して、審査することに決定しました。 

○議長（東川継央君） 暫時休憩いたします。 

（午前 10時 14 分） 

                                       

   ◎一般質問 

○議長（東川継央君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前 10時 33 分） 

 日程第１７、これより一般質問を行います。 

◇笹原幸信君 

○議長（東川継央君） 一般質問は通告順に従い、２番、笹原幸信君の一般質問を許可

します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ２番、笹原幸信君。 

○２番（笹原幸信君） 市政会、笹原、一般質問をいたします。 

 通告は２問してございます。 

 まず第１問目ですが、芦原庁舎利活用計画についてということで質問をいたしま

す。 

 芦原庁舎利活用計画については、庁内検討委員会での協議は、平成１９年７月の

第１回の会議を皮切りに、１６回開催されたと報告を受けています。解体撤去案、

中央公民館、図書館等の機能集約案、そして南北幼児園統合と老人福祉センター案

の３案が検討されたとのことでございますが、その検討結果としまして、公民館、

図書館の統合は、両市街地から離れた場所となるということで利用しにくいという

こと。また、老人センターの統合は、お年寄りが利用しづらくなるということと浴

槽の設置に多額の費用がかかるということ。芦原北、南幼児園の老朽化に伴い、新

幼児園の建設が必要になってきているということ。また、子育て支援センターの老

朽化が著しく、建て替える場合は幼児園との隣接が望ましいとのことであります。

最後にですね、芦原庁舎は、旧芦原町のランドマークであり、解体撤去は市民感情

及び地主の反発も予想されるとの説明がありました。 

 以上の検討結果を踏まえ、最終的に、利活用は、芦原庁舎を存続し、１階を芦原

北、南の統合幼児園に、２階を子育て支援センター、シルバー人材センターワーク
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プラザ、３階を事務所、会議室にするとの結論が出たとのことであります。 

 問題点としまして、まず、地主の反発が予想されるということですが、どのよう

なものなのかをお伺いします。 

 この説明では、地主の反発が強いから存続を選択したような意味合いがあります。

そういうふうにとれる部分がございます。この土地の３０年の借地期限が本年の１

０月末に切れますが、地代等、どのように対応されるのかをお伺いいたします。ま

た、先ほど申し上げました施設は、１万７,０００㎡もの広い土地がございますが、

全部必要なのかどうか。不必要な土地は返還できないのかをお伺いをいたします。 

 また、３階を事務所に使用すると聞いていますが、どのように使うのかをお聞き

します。 

 合併したどこの自治体でも、空き庁舎、空き部屋の問題を抱えています。坂井市

においても、春江総合支所４階を嶺北消防本部の事務所に改修することが決まって

おりますので、当市としても公的な事務所を持ってきていただきたいと思いますが、

いかがでしょうか。 

 もう１点は、北幼児園の市有地を坪１０万６,０００円で売却するとしており、８,

３００万円の売却収入を上げるとなっていますが、今の景気の状態では売れないと

私は思います。売れる見込みのないものを予定に上げるのはおかしいのではないか。

そう思います。 

 最後に、新しい統合幼児園舎を建てると６億３,０００万円かかり、国庫補助は一

切ないとのことであります。一方、芦原庁舎を３階は事務所と使用するため、３階

については補助金がつかないということですが、１階、２階は事務所以外の使用目

的で改修するため、１億９,０００万円の国庫補助がつき、一般財源の持ち出しが少

なくなるとのことであり、補助金がつくということは大きな魅力でもあります。所

管の監理課及び政策課は、市に有利になるよう最大限の努力をしていただきたいと

思います。 

 以上で、１回目の質問を終わります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 笹原議員のご質問にお答えいたします。 

 まず、１点目について申し上げます。 

 例えば解体撤去ということになりますと、庁舎解体費用に約６,１００万円が必要

になります。また、建物敷地には径が３００から６００ミリの杭が合計で１０６本

打設されており、この杭をすべて撤去し、もとの水田に復旧することは不可能であ

ることから、現状での返還になるものと考えられます。現状での返還をするにして

も、杭を上部から４ｍ部分までをカットすることによる撤去費用は約５３０万円と

見込まれます。 

 また、解体整地後の土地については、後年度も引き続き住宅用地として固定資産

税が課税されることに伴う負担増と、現況下での当該土地の売却は見込まれないと
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の不安から、地権者からは引き続き市に借りて欲しいとの要望を聞いております。

しかしながら、これらの要因で存続を選択したということではありません。 

 次に、契約満了時の対応についてのお尋ねでありますが、議員ご承知のとおり、

借地契約は昭和５４年１１月１日付けで締結し、本年１０月末で３０年間の契約が

切れることとなります。当該借地は、合計３８筆で約１万７,０００㎡の面積があり、

地権者は１２名であります。平成１９年度の地代は決算で約９８０万円となってお

り、坪当たり平均１,８６０円であります。 

 また、契約内容は、土地の固定資産税課税標準額に１００分の３.３を乗じた額と

なっており、これを固定資産税額の倍率に換算いたしますと２.３５倍となります。

これは、本市の他の借地契約内容と比較しても決して高額な地代ではないと思って

おりますが、近年の地価下落状況にかんがみて、契約更改時には地代について交渉

して参りたいと考えております。 

 次に、３点目のご質問について申し上げます。 

 今回の施設の利用形態に係る用地及び駐車場として、また、現在の市民課芦原分

室、保健センターの利用者のための駐車場等としても、ある程度の用地は必要であ

ると考えております。また、地主の状況、土地の形態等を考えても、一部のみの返

還は難しいものと思われますが、今回予算でお願いしている実施設計業務の中で判

断できるものと思われますので、その結果を踏まえて検討して参りたいと考えてお

ります。 

 次に、３階の利用方策についてでありますが、議員ご指摘のとおり、広域的かつ

公的な事務所としての利用の可能性を検討しており、今後、関係機関と協議してい

く予定であります。 

 最後に、北幼児園の市有地売却についてお答えいたします。 

 平成２０年度の固定資産税評価額から積算した公売予定価格は、坪当たり約１０

万６,０００円となり、これに市有地面積２,５６２㎡を乗じますと、売却予定額は

総額約８,３００万円となります。 

 議員ご承知のとおり、土地評価の下落に伴い土地の売買状況は全国的に鈍化して

おり、本市におきましても、普通財産の公売土地に応募者がなく、保留地として残

っている状況であります。 

 さきの数値は公売した場合における一つの目安として積算したものであり、平成

２１年度の当該土地の固定資産税評価額が約１５％下落しておりますので、公売価

格を積算いたしますと坪当たり約９万１千円で、総額７,０００万円と見込まれます。 

 いずれにいたしましても、今後の地価動向を踏まえ、市の保留地を含め検討して

参りたいと思いますので、ご理解くださるようお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ２番、笹原幸信君。 

○２番（笹原幸信君） 地主さんの要望についてはよくわかりました。 

 地代につきましても、１０アール当たり５万５、６,０００円。高いなという感じ
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を私は持っておりましたが、ただいまの答弁で、固定資産税額の２.３５倍とお聞き

をしまして、固定資産税が高いのかということを感じたわけでございます。市民感

情的には高いのかもしれないけども、その程度なのかなと、今思っております。 

 それでは、再質問ですが、市民課分室と保健センターのところにある駐車場です

ね。いつ通りましてもがらがらといいますか、ほとんど車が止まっていない。私が

市民健診を受けるときには、ある程度車が止まっているような状況なんですけど、

１回目の質問でも申し上げたとおり、不要な土地がありましたら、特に駐車場は杭

が入っておりませんので、何とか部分的に返却できる手はないのかなと、そんなふ

うに思いますので、ご答弁をお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 先ほどもお答えいたしましたけども、まず現状の駐車場ががら

がらであるというご指摘ですけど、これは確かに分室としての利用しかしておりま

せんので、今は、ほとんど利用がないということは実態だろうと思います。これを

今からいろいろな利用をしていきますと、駐車場としても一定の面積は必要になる

だろうというふうに考えております。 

 そうは言いましても、なるべく不要な土地であれば返却するようにしてはどうか

というご指摘だろうと思いますが、私もおっしゃるとおりだろうと思います。ただ、

先ほども申し上げましたが、土地の形態ですね、何筆というような分かれ方もあり

ますし、土地所有者との契約に至る経緯等につきましても、全体の所有者が一体と

なって交渉してきたという経緯もありますし、地面の形態等からいいまして、なか

なか部分的に多少返却してもいいのではないかという土地があったとしてもなかな

か難しいのかなという感じは持っております。 

 しかしながら、おっしゃるとおり、不必要なものであれば、これは返却していく

のが財政的には一番いいことだろうと思います。今ほど申し上げましたように、い

ろいろな実施設計をこれから進めていきますけども、その中で、そういう可能性が

あるかどうかは十分検討して参りたいというふうに思っております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 総務部長、圓道信雄君。 

○総務部長（圓道信雄君） 詳細について述べさせていただきます。 

 多くの駐車場スペースは不用ではないか、または一部返還してはどうかとの質問

かと思います。 

 芦原庁舎の北側、保健センターの前の駐車場は、約１２０台ほどとめるスペース

がございます。現在、市民課の分室と保健センターが設置されておりますが、この

保健センターの利用条件につきましては、市民研修やら予防接種のほか、認知症ま

たは介護予防教室などの各種教室が開催されております。年間約２００日、利用を

されております。 

 そこで、駐車場利用の最大はどれくらいかといいますと、最大７０台ほど。毎日
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ではございませんが、７０台は止めるということでございます。 

 今後、南北統合幼児園とか、子育て支援センター、シルバー人材センター、また

広域的かつ公的な事務所が設置されれば、この施設の利用者とか、職員の駐車場を

確保しなければなりませんので、いずれにしましても、先ほど市長が答弁しました

ように、実施設計の業務の中で判断していきたいと思いますので、ご理解を賜りた

いと思います。よろしくお願いします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ２番、笹原幸信君。 

○２番（笹原幸信君） わかりました。総務部長がお答えされましたように、実施設計

が出た段階で、駐車場に余裕があるかどうかを考えていただいて、方針を出してい

ただきたいな。そんなふうに思います。 

 先ほどの答弁で、土地の契約が１０月で切れるということで、近年の地下下落状

況にかんがみて、地代については交渉していきたいと、そういうふうに答弁をいた

だきました。 

 もう１点、質問をしたいわけですが、先ほど芦原庁舎につきましては２.３５倍と

お聞きしました。聞くところによりますと、固定資産税の４倍ぐらいの地代を払っ

ている場所があるとそういうふうに聞き及んでおります。地代につきましては契約

期間がございますので、今後、地代の契約の更新、そういうときには、高額の地代

につきましては必ず見直しをいただいてですね、適正な地代に。現在の方法ですと、

自動的に更新。通常、契約内では、固定資産税が上がれば大体地代も上がると。固

定資産税に比例して上がるような格好になってます。ですけれども、契約の更新時

には、本当に適正な地代かどうかを検討していただいて、交渉していただいて、改

正していってほしい。そういうふうに思いますが、いかがでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） この地面に限らずですね、全体的に、一般論として、市の借り

ている地面はなるべく安く借りられれば、それに越したことはないわけでありまし

て、更新時期には、なるべく安くなるように地主との交渉をするようにということ

で、これはかなり前からですけども、それぞれの担当課がありますので、担当課か

ら地代についての決算が上がってきた段階において、私の方から、契約の更新時に

ついては必ず交渉するようにという指示は既に出しておりますし、これからもそう

いうことについては十分意を用いて参りたいと思っております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ２番、笹原幸信君。 

○２番（笹原幸信君） 最後にですけども、意見としまして、３階の使用方法でござい

ますが、法的な事務所として利用していくことを検討していくということでござい

ます。先ほども申し上げたように、坂井市の春江総合支所は嶺北消防本部が使うと

いうことで、これに絡めて、坂井市の方へいろいろお願いをして、公的機関を３階
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に持ってきていただくように努力をしていただくよう、希望をいたします。 

 続きまして、２問目の問いに移らせていただきます。 

 ２番目はですね、芦原南、北幼児園の統合についてということで質問をいたしま

す。 

 芦原庁舎利活用計画によりますと、１階を南、北幼児園を統合する計画になって

いますが、中学校は子供たちに目が届かないという理由で統合と議決されたにもか

かわらず、市長戦までして２校に変更したのに対し、幼児園は自分の判断で何一つ

できない乳幼児を預かる施設でありますが、二つの幼児園を統合するとのことであ

ります。 

 特に細かいところまで目の届く保育及び教育をしなければならないと私は思いま

すが、統合して、適切な教育ができるのか、きめ細かい世話ができるのか、事故は

起きないのか、保育士に大きな負担はかからないのか、大変心配をしております。 

 私は、乳幼児教育も、小学校、中学校教育も、すべて同じであり、中学校だけが

特別ではないと思っております。中学校は２校、幼児園は統合と、異なった結論を

出された市長の考え方をお伺いしたいと思います。 

 ２１年度の保育士の人数は、２幼児園合わせて２８人と伺っていますが、統合し

た場合、子供の人数と年齢にもよりますが、国の基準では１８人になっているとこ

のことです。幼児園統合による人件費削減が３,１００万円と見積もられております

が、この金額は何人減員した数字なのかをご答弁ください。 

 保育士の立場として、人数を減らされるということは大変不安なことであり、不

安を持って、よい仕事はできないと思います。市としては何人体制を考えているの

かを伺います。 

 私は、子供の安心・安全のためにも、また保護者の不安を払拭するためにも、大

幅な加配をお願いしたいと思います。できれば現状のまま推移し、自然減で人員の

対応をしていただきたいと思います。 

 中学校では、統合のメリット、デメリットが提示されましたが、今回の統合案は

余りにも一方的で、ほとんど議論をすることもなく、作業が進められています。現

状は、人件費のメリットだけが強調されていますが、そのほかにメリットがないの

か。また、デメリットはどうなっているかをご答弁ください。 

 現南幼児園は、放課後児童クラブの施設として使用するとのことですが、この施

設は昭和５３年築で、耐震基準を満たしていないと思います。不安のある施設を使

うより、芦原小学校の幼稚園舎を使用できないのかをお伺いいたします。 

 以上で、１回目の質問を終わります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） お答えをいたします。 

 まず、中学校は２校、幼児園は統合とした理由でありますが、中学生は人格が既

に形成されつつあり、大人への成長過程の中で大きく左右される大切な時期である
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ため、大規模校化するのではなく、理想的には、教師が全生徒を把握できる環境の

中で、生徒の人間形成がなされることがよいと考えております。 

 一方、乳幼児期は生涯にわたる生きる力の基礎が培われる時期であり、特に身体

感覚を伴う多様な経験の積み重ねにより、豊かな感性とともに好奇心、探究心や思

考力が養われます。 

 このようなことから、今回の統合幼児園の規模が、乳幼児の情緒的、社会的及び

道徳的な発達にとって致命的ではないと考えております。さらに、シルバー人材セ

ンターを併設することにより、「お年寄りと子供とのふれあい事業」を実施すること

も可能であり、その面からも統合し複合化することに新たな価値が生ずるものと考

えております。 

 次に、人件費の削減でありますが、これは平成２０年度の保育士職員の人件費総

額から平均を算出し試算したもので、４名程度の減を見込んでおります。 

 また、保育士の大幅な加配につきましては、きめ細やかな保育の実施や保育士の

負担の軽減を図り、また、事故のない保育をするためにも、実情を勘案し、保育士

の配置を十分考慮したいと考えております。 

 次に、統合することによるメリット、デメリットでありますが、メリットとして

は、園児数が多くなることにより、同年齢の交流が多くなり社会性がより培われる。

新しい園舎で快適な環境が与えられる。職員が多くなることで、切磋琢磨し保育内

容が向上する。厨房に新しい調理器具が導入され、献立のバリエーションが増え、

おいしい給食が提供できるなどが挙げられ、デメリットとしては、園児数が多くな

ることにより、園外保育において安全管理面など、今以上に園児に対する目配りが

必要となる。調理員が十分配置されない場合には、離乳食やアレルギー食の対応が

難しくなるなどが考えられます。 

 最後に、南幼児園の児童クラブとしての使用については、議員ご指摘の芦原小学

校の幼稚園舎の活用もあわせて考えていきたいと思っております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ２番、笹原幸信君。 

○２番（笹原幸信君） ご答弁いただきました件ですが、再質問をさせていただきます。 

 一番最後に市長がおっしゃられました、幼稚園舎を使うかあわせて考えていきた

いと答弁いただいたんですが、南幼児園を使うとなれば耐震診断もしなければなら

ない。それからまた、耐震補強もしなければならない。恐らく、耐震診断をすれば

耐震補強もしなければならないと思いますので、芦原小学校の幼稚園舎を使うか、

芦原小学校は耐震補強をしますので、空き教室も増えてくると思います。できる限

り、安心・安全な施設で児童クラブを開設していただきたいと。そういうふうに思

います。 

 また、中学校の問題、これは関係ないんですが、中学校は小規模ということで市

長のお話をいただいたんですが、私はある程度の規模がある学校が望ましいと考え

ております。竹田小・中学校につきましても、何とか存続したいということで、地
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区で委員会を設けたところ、大きな学校の方がいいということで、廃校が決まった

ということも感じています。私は、規模がある程度大きくて、友達同士が切磋琢磨

する方がよいと考えております。 

 本年、小学校でもですね、小学校に部活がないということで、坂井市の小学校に

行かれた子供さんもおられます。そういうふうに、中学校も、下手すると、なって

くるのでないかな。小学校のときから部活がないということで、坂井市に入学した

と。そういう話も聞いております。市長といろいろお話しても、この点はなかなか

交わらんのでないかな。そういうふうに思いますけれども、２０年ぐらいすれば結

論が出るんじゃないかなと思いますが、市長のお考えはいかがですか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） これは中学校の問題かと思いますが、意見は決して交わらない

というようなことはないと思います。施策の段階で交わらないときには、もっと本

来的な、本質のところで十分議論すればですね、お互いに理解し合えるところもき

っとあるんではないかなというふうに思っております。 

 ２０年後どうなるかということですけども、私は、教育の本質的な議論からする

ならば、やはり今、大規模な中学校をつくるというのはよろしくないだろうという

判断で、存続をお願いしたわけです。どんな判断をしようと、統合という判断をし

ようと、２校残すという判断をしようと、メリット、デメリットは必ずあると思い

ます。 

 例えば、議員ご指摘のように、部活の数が十分できないとか、そういう問題は、

小規模な学校の場合、確かに出てくるかと思います。問題はいろんなことが考えら

れますが、何が一番大事なのかということ。その優先順位をつけて考えていくこと

が、私は大事ではないかなというふうに思っております。 

 一番優先順位を高く与えるべきことは、今の時代状況から見ますと、やはり１人

の先生が、できれば全校生徒のですね、と名前が覚えられるような、その程度の人

間関係をつくれるような規模であるべきということに、私は一番優先順位を与える

べきではないかなというふうに思っております。 

 必ずしも小規模な学校であればあるほどいいとは決して思っておりませんし、そ

のように申し上げたこともないと思います。仮に、２０年なり、３０年たってです

ね、子供の数が非常に減ってしまったというような場合には、そのときの人たちの

判断でまたお考えいただければいいことではないかなと私は思っております。従っ

て、例えば２０年後の結果を見てですね、今回の判断が正しかったとか、間違って

いたとかというようなことは、今それを議論することはですね、余り生産的ではな

いのではないかというふうには思っております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ２番、笹原幸信君。 

○２番（笹原幸信君） 市長のご意見をお伺いしました。 
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 中学校の問題はこれくらいにしまして、本題に戻ります。 

 「三つ子の魂百まで」ということわざもございます。私は乳幼児教育も大変大事

だと思います。先ほど市長が言われましたように、生徒と教師は１対１でというこ

とですが、乳幼児につきましても、本来であれば、親と子が１対１で見るのが一番

いいわけです。それができないからこそ、幼児園に預けるわけでございます。乳幼

児の教育というのは、人格の基礎になるものをつくり上げていくわけなので、１対

１は乳幼児教育の方に向けていただきたいなと思います。 

 中学校は１対１、それは結構です。私が思ったのは、やっぱり友達。長い親友を

つくるのが大事かな、そういうふうに思っております。１対１につきましての市長

のご意見、再度お伺いします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 中学校問題では、議員は統合を主張されまして、私は存続を主

張しましたが、幼児園のことになると逆になったような形です。しかしこれは、お

互いに子供のことを思って、将来のあわら市のことを考えての、その都度、その都

度の議論でありますので、これはこれで大変いいことだろうと思います。 

 １対１について市長の考えはどうかということでありますけども、今ほど議員が、

「三つ子の魂百まで」という言葉を出されましたが、実は私も全く同じ考えでおり

ます。「三つ子の魂百まで」というのは、ある言い方をしますと、せめて３歳ぐらい

までは親元で、できれば母親の肌のぬくもりの中で保育すべきであるという考え方

だろうと思いますが、最近、それに対して、「いや、そうではない。これは生まれて

から、場合によってはすぐでも、社会において育てることができるんだ」というよ

うな考え方がどうも出てきております。そういう考え方は、３歳まではなるべく親

元で育てるべきだという考え方に対して、それを「３歳児神話」と呼んでおります。

しかし私は反対でありまして、「それは３歳児神話という神話だ」というふうに私は

思っております。 

 やはり親元で、ある一定年齢までは育てるということが理想だろうと思います。

そのことについては、私も全く議員と同じ考え方を持っております。ただ、現実問

題といたしましては、やはり、育てる親の経済的な問題もありますし、特に最近は

女性の社会進出ということもありますので、当然、行政としては、保育所等々の設

備を整えて行政をやっていかなければならないということも事実であります。 

 今まで中学校問題のときに、笹原議員とこういう議論をしたかったわけですけれ

ども、先ほど議員は、小学校も、中学校も、あるいは保育所も、教育という面では

同じだというふうにおっしゃったと思います。私はちょっと違うのではないかと思

っております。 

 といいますのは、教育というのは、教える方と教わる方、学校の先生と子供、あ

るいは大学の教授と学生、いろんな面での師匠と弟子と言ってもいいのかもしれま

せんけども、教育というのはすべからく、教える側と教わる側の人格と人格のぶつ
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かり合いではないかというふうに実は思っております。そういうふうに考えますと、

年齢が上に上がれば上がるほど、そういう面での人格同士のぶつかり合いという意

味合いが強くなってくるのではないかというふうに思っております。 

 中学生くらいになりますと、自我というものはほとんどできておりますし、人格

形成も段々完成に近づきつつある年齢だろうと思います。中等教育のレベルから上

になりますと、これはよほど教える側が逆にしっかりしていないといけないし、そ

ういう体制も整えていかなければならないと思っております。 

 これに比べまして、０歳から４歳とか、乳幼児につきましては、人格が完成して

いるかというと、決してそうではありません。保護すべき立場と保護される立場と

いうことになりまして、純粋に保育の世界だろうというふうに思っております。 

 そういう意味では、議員ご指摘のように、保育士に負担がかかるということにつ

いては十分対応を考えなければいけないとは思いますが、中学校あるいは高校のと

きのように、教育ということを前面に出すのではなくて、どうやって保育するか。

まさに保育の問題だろうと思います。 

 従って、端的に言ってしまえばですね、中学校のようなところは、先生の数を多

くしたからといって、先ほど私が問題提起したようなことについては解決ができな

いと思います。しかし、保育の場であれば、保育士の数を増やすということによっ

て、私が先ほど申し上げたような問題は解決ができるだろうというふうに思ってお

ります。 

 確かに、今、二つの幼児園を一つにしますと、決して小さい規模だとは思いませ

ん。県内でも大きい方の規模になると思いますが、今申し上げたような、本質論か

ら言えば、保育上、致命的な規模ではないだろうというふうに私は考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ２番、笹原幸信君。 

○２番（笹原幸信君） それでは、具体的な幼児園の質問に入ります。 

 先ほど回答いただきましたように、保育士はきめ細やかな対応ができる数にする

と、そういうことを答弁をいただきました。市長もおっしゃられますように、保育

士の数の問題。１対１とは言われませんけども、乳幼児ですとスキンシップも大事

でございますし、そういうことで、園児のため、保護者のためにもですね、保護者

の不安の払拭のためにも、重ねて加配をお願いしたいと思いますので、どれくらい

の人数が配置されるのか。わかりましたら、ご答弁をお願いしたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市民福祉部長、山岸利紀君。 

○市民福祉部長（山岸利紀君） それでは、笹原議員の再度のご質問にお答えします。 

 ただいまの保育士の加配の関係でございますが、保育士の設置基準によりまして

定められているところでございます。担当部といたしましては、先ほど市長からの

答弁にもございましたように、実情を勘案いたしまして、現場の保育士等の意見も

十分に踏まえながら、職員の加配については十分対処して参りたいと考えておりま
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すので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ２番、笹原幸信君。 

○２番（笹原幸信君） 一番最初の質問で言いましたように、保育士がいろいろ不安を

持って仕事をしなければならないような状況にしていただきたいとそういうふう

に思います。 

 それとですね、次に、中学校のときは、統合すれば、人件費以外に学校管理費と

か、教育振興費で、３,０００万円でしたか、浮くということを、資料を提出してい

ただいたわけでございますが、今回はそういうデータは全然出てこなくて、ただ人

件費だけというような格好で出てるんですが、そのほかのメリットがいろいろある

と思うんですが、そのメリットについてはどうお考えでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市民福祉部長、山岸利紀君。 

○市民福祉部長（山岸利紀君） ただいまのご質問の関係でお答えいたします。 

 今回、経費節減を前面に出しているのはなぜかというようなことでございますが、

これまで、議員ご承知のように、総務常任委員会、または教育厚生常任委員会の合

同協議会やら、全員協議会の中で、縷々、試算の説明等をさせていただいたわけで

ございます。 

 現在の、芦原北、南幼児園を解体した場合の試算や、この場合におけます市有地

の売却、そういった試算、また芦原庁舎を統合幼児園として利活用した場合の改修

費用や保育士等の人件費などの試算を示させていただいたところでございます。 

 今回、芦原庁舎利活用の統合幼児園については、利活用の検討委員会の中でも、

現施設の老朽化のことなど、あらゆる観点から見出した結論でございます。そうい

ったことでご理解をいただきたいと思います。よろしくお願いを申し上げます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ２番、笹原幸信君。 

○２番（笹原幸信君） 大体わかりました。 

 ただ、先ほども言っておりますように、人件費は削減できますけども、それより

もいろんな面で経費節減をしていただいて、人件費の削減を極力抑えていただいて、

経費節減できるものであれば、多くしていっていただきたい。二つが一つになるの

であれば、ある程度のことはできると思います。ですから、そういうことを考えて、

していただきたいと思いますが、どうお考えですか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市民福祉部長、山岸利紀君。 

○市民福祉部長（山岸利紀君） ただいまのご質問にお答えします。 

 二つを一つにするということでの内容かと思いますが、統合するに当たっての保

育士の意見とか、園長以外の保育士の意見、そういった部分の内容かと思いますが、

今年の３月にも、新聞紙上で、芦原庁舎利活用としまして、南北幼児園の統合が掲
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載されたわけでございます。 

 確かに議員ご指摘のように、保護者からの意見等につきましては聞いていないと

いうのが実態でございます。利活用の計画の進捗に合わせて、今後、保護者の方か

らもご意見をお聞きしながら、これを進めて参りたいというふうに考えております。

そういったことでは、遅ればせながらの対応ということで、担当部としても、反省

も踏まえまして、今後速やかに保護者または地元等への説明会も含めまして、取り

組んで参りたいと考えておりますので、ご理解いただきますようによろしくお願い

申し上げます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） いずれにせよ、統合すれば、いろんな面で経費の節減にはなる

だろうから、一番大事なことで、一番心配のある人的な面ですね、マンパワーの面

で異論がないようにせよというご指摘だろうと思います。私もそのように思います。 

 いろいろな面で経費は削減されると思いますので、余りマンパワー、保育士の数

等について削減をするというようなことはなるべく最後にせよということだろうと

思いますので、私もそのように努力したいと思っております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ２番、笹原幸信君。 

○２番（笹原幸信君） 市長、ありがとうございました。 

 最後ですけども、答弁書で、アレルギー食の対応にどうのこうのとあったんです

けど、アレルギーの問題につきましては、命にもかかわる問題でございまして、非

常に心配があります。先ほどの答弁では、「心配があるとのことです」と、なんかそ

ういうふうなニュアンスで言われたんですが、アレルギーの児童がおられると思い

ます。どういうふうに対処されるか、お伺いをいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 先ほどの答弁でも申し上げましたが、これも今ほど議員ご指摘

のマンパワーの面と関係があると思います。先ほど答弁いたしましたのも、調理師

等の数が十分確保できない場合には、そういうおそれが出てくるというふうに答弁

いたしました。確かに命にかかわる場合もありますので、子供の健康上、安全上の

問題でありますので、規模が大きくなったからといって、食べ物のアレルギーなど

のような、子供の安全にかかわることが手薄になってはいけませんので、これにつ

きましては人的配置等を含めてですね、十分対応して参りたいと思っております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ２番、笹原幸信君。 

○２番（笹原幸信君） 現在、南北幼児園で栄養士さんは何人おられるんですか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市民福祉部長、山岸利紀君。 
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○市民福祉部長（山岸利紀君） 資料を持ち合わせてございませんが、それぞれ１名は

いると思っておりますが、再度、確認させていただきまして、ご報告させていただ

きます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ２番、笹原幸信君。 

○２番（笹原幸信君） 細かいことまでお聞きしまして申し訳ないですが、食の問題で

すね、できる限り安心・安全で、栄養士さんと調理に携わっている方々がおられる

と思いますので、その方々についても十分なる配慮をお願いいたしまして、一般質

問を終わります。 

                                      

◇山口峰雄君 

○議長（東川継央君） 続きまして、通告順に従い、５番、山口峰雄君の一般質問を許

可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ５番、山口峰雄君。 

○５番（山口峰雄君） 通告順に従い、一般質問をさせていただきます。 

 私の質問は三つありまして、第二の合併を視野に入れた市政運営、購入品、公共

事業の市内業者の受注率アップについて、第３の質問としては、公民館の運営につ

いて、この三つの質問をさせていただきます。 

 まず、第二の合併を視野に入れた市政運営。 

 市長は、さきの選挙で、四つの公約を挙げて選挙に勝利されました。「中学校の２

校存続に向けた取り組み」、「若い世代が住み、産み、育てたくなるまちづくり」、「市

民感覚で透明な行政運営」、それから今質問しようとしている「第二の合併を視野に

入れた市政」。 

 市長に就任され、早くも任期の半分が過ぎました。四つの公約のうち、第二の合

併を視野に入れた市政。私が今質問しようとしている問題について以外は、それな

りに何かされているように見えておりますけれど、第二の合併を視野に入れた市政

については、余り私も認識、どういうことをやっているのかわからない。何も見え

ていませんということです。 

 この質問につきましては、私、平成２０年１２月の３５回定例会において、同様

の質問をさせていただきましたが、答弁がいま一つ理解できませんでしたので、今

回、再度質問させていただくことになりました。 

 市長は、当選後の初の第２２定例会においての所信演説で、「第二の合併を視野に

入れた市政を進めたいと思います。時代状況を考え、また今日の合併の経緯を振り

返ったとき、やはり行政体も今にとどまることはできないと思います。また、私は

第二の合併を望んでいる市民が多いのではないかとの認識を持っております。合併

がいつ、どのような規模になるか。市民レベルでの本質的な議論が期待できると思

います。行政はその動機づけの役割を果たすべきと考えております」。所信演説で、
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こう申されております。 

 それから、２２回、同じ議会ですけれど、石田議員の質問に対しては、「第二の合

併を考えるに当たっては、市民レベルの議論を十分に尽くすことが肝要であり、市

はその動機づけと判断材料の掲示などを行って参りたいと考えています」と。 

 それから、２４回の定例会で、大下議員の質問に対しては、「市民の皆さんに、新

たな合併に関する議論を尽くしていただき、その意見や考えを十分にお聞きすると

ともに、市としての説明責任を果たすための機会や場を設けることが必要となりま

す。第二の合併を進めるための取り組みを始めるには、少なくとも中学校に関する

課題の解決がある程度見えてくる必要があると考えております。むしろこうした課

題を抱えたまま次の合併を急ぐことは、自治体として責任放棄であり、相手先の自

治体に対しても礼を失することになるのではないかと考える次第であります。あく

までもこれは市民の皆さん方の自主的な議論の中に、次の合併に向けた端緒を見出

していくべきだろうと思っております。ただ、少なくとも行政としては、その機会

づくりといいますか、きっかけづくりといいますか、そういうものを時々にとらえ

て、つくっていかなければならないのでないかと考えております」。 

 それから、３５回の私の質問の答弁としては、「必要なのは、合併を視野に入れた

行政運営であり、合併を前提とした行政運営ではありません。従いまして、第二の

合併のための資料収集や調査研究などは徐々に行って参りますが、合併することを

前提に市政を運営することや、合併後５年を待たずして新たな行政単位移行のため

の準備を始めることは、まだまだ足元を固めなければならないあわら市にとって適

当でないというふうに考えております」。 

 こういう具合に、今までの経緯が第二の合併に対して市長は申されております。 

 要約しますと、市長の今までの答弁の中で、市長は、市民レベルの議論の期待、

行政はその動機づけの役割、足元を固めた後でなければならないという具合に要約

しますとなると思いますが、この点について市長は、私の理解と合致しているかど

うか、ひとつお答え願いたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 山口議員のご質問にお答えをいたします。 

 第二の合併に対する私の考え方、そしてこれを踏まえた市政運営方針につきまし

ては、今ほどご紹介いただきましたように、これまでも各議員のご質問に対し、お

答えしてきたところであります。 

 ただ、それらの答弁の内容について、私が公約として掲げた割には消極的過ぎる

のではないかとのご指摘をいただき、私の真意がいまだご理解いただけていないこ

とに対し、自身大いに反省するとともに、再度、意を尽くしてご説明させていただ

きます。 

 さて、私が、第二の合併に関し、公約から一貫して申し上げておりますのは、あ

わら市にとって必要なのは、合併を視野に入れた行政運営であり、合併を前提とし
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た行政運営ではないということです。 

 思い起こしていただきたいと思いますが、芦原町と金津町の合併によりあわら市

が誕生したのは、平成１６年３月のことであります。その５年前には、合併の気配

すらなく、事務レベルでの検討が始まったのが平成１３年末。具体的な枠組みが決

まったのが平成１４年８月ですから、合併のわずか１年７カ月前ということになり

ます。 

 当時の両町長、両町議会をはじめ、合併協議会の委員や職員が一丸となって、合

併の成就に向けて取り組んだ成果が実を結び、今日のあわら市があるわけですが、

枠組み決定から合併までの期間が極めて限られていたため、市民レベルでの議論が

十分に尽くされたとはいえませんでした。そのため、合併後の一部不協和音の発生

へとつながっていったのではないかと考えております。 

 私自身、今回の合併は最良の選択であったと信じておりますが、次なる合併を考

える際には、こうした不協和音を最低限に抑えるためにも、市民レベルでの議論を

尽くすことが肝要であり、市民の皆さんの合併への機運をしっかりと確認した上で、

これに当たる必要があると考えております。また、行政内部においても、環境の変

化にフレキシブルに対応できるよう、情報収集と事務処理能力の向上に努めていか

なければなりません。 

 例えば、道州制が急速に現実味を帯び、２年以内に基礎的自治体としての新たな

枠組みを決定し、合併に向けて事務を進めなければならないときに、うろたえるこ

とのないような、知識と能力が必要なのであります。 

 これまでのご質問などを通して、議員が、次なる合併と現状の変革に大いなる期

待を抱かれていることは十分理解いたしました。しかしながら、確固たる展望やビ

ジョンを伴わないのならば、また、支持と理解が得られないのならば、それは結局

絵にかいたもちに帰すばかりでなく、かえって市政に混乱を招きかねないこととな

ります。 

 こうした考えに立って、私は、この２年間、中学校の２校存続や、耐震改修事業

の実施など、さまざまな施策について、議員の皆さんや市民の皆さんと十分相談し、

話し合いながら進めてきたつもりであります。 

 従いまして、重ねて申し上げますが、今後、次なる合併を検討するに当たりまし

ても、議員各位や市民の皆さんと十分議論を尽くすとともに、基礎的自治体として

の能力と体力強化を図った上で、進めて参りたいと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ５番、山口峰雄君。 

○５番（山口峰雄君） 市長のご答弁は、今までもお聞きしたのとほとんど変わってな

いんですけれど、そこで、合併を視野に入れた行政運営、合併を前提とした行政運

営の違いを、もう少し詳しくご説明ください。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 
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○市長（橋本達也君） 合併を前提ということになりますとですね、いろいろな施策を

決定する上で、合併を前提とした政策決定をしていくということになろうかと思い

ます。これは言わずもがなのことではないのかなと思います。しかし、そのような

ことが今許せるかといったら、決してそれは許されないと思います。それは、議員

各位がまだそのことについて十分な議論もされていないだろうと思いますし、議会

としての方向性も決まっていない段階ですから、そのようなことが許されるはずは

ないと思っております。 

 前提ではなくて、視野に入れてということになりますと、たびたび申し上げてお

りますように、いずれそういうことを考えなければならない時代が来るであろうと。

あるいは、市民の中にも、そういうことについての関心が大分高い、それを望んで

いる声も大分あるというふうに私自身は理解をしておりますので、いずれそういう

ことを議論しなければならない時期が来るであろうということを考えながら、施策

を進めていくということになろうかと思います。 

 その辺が違いといえば違いとして、お話できるかなと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ５番、山口峰雄君。 

○５番（山口峰雄君） 今の市長のご答弁からしますと、要するに、市民はですね、市

長が当選されたということは、市民は市長の公約を信じて当選されたんだろうと思

いますが、そういうことを考えますと、当然、市民は第二の合併を望んでいるんだ

と。望んでいるのは間違いないのではないかと。こういう具合に私は思います。 

 それで、単に、調査研究とか、そういうものだけで進んでいくということでは、

ちょっとおかしいんじゃないかと。中学校問題なんかは、現実にどんどん取り組ん

でいらっしゃいますし、ほかの三つの公約も取り組んでいます。ところが第二の合

併については、市民から要望が出てこなくてはだめだとか、議員さんからそういう

機運が盛り上がらないとだめだとか、なんか丸投げみたいな感じがいたすんですけ

れど、そういった意味で、公約にしてはちょっと寂しいなと。 

 公約というのは、次の任期までにできるものを公約にすべきではないか。当然、

公約にして勝利されたんだから、その公約が皆さんに理解されて、それで当選票が

集まったという具合に考えるんですけれど、今の市長を答弁ですと、「第二の合併を

視野に入れる」。私としては、前提としてですね、将来。この前みたいに、１年何カ

月でやるというよりも、これから少し始めていって、次の市長の任期とか、それぐ

らいにある程度具体的に出てくると。だから今の段階でですね、議員さんやら市民

の盛り上がりを期待すると。まだ全然いってないということでは、ちょっと他人任

せというような気がするんですけれど。 

 それとか、仕事を固めなければならないと。もう５周年もたってるんですから、

足元は固まったんじゃないかな。だから、次なる合併へのですね、協議会を開くな

り、何らかのアクションがあっていいんじゃないかと私は考えますが、その点につ

いて、市長、どうお考えかをお尋ねします。 
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（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） まず、公約を掲げて当選したから、市民はそれを支持したんだ

から、すべてそのとおりやればよいというふうに聞こえたわけですけども、それが

できたのなら、この２年間はもっと楽だったなと実は思っているところであります。 

 確かに公約といってもいろんな公約がありますので、比較的短期間で達成できる

ものもあれば、長期的にわたっていかざるを得ないものもあるかと思いますので、

それは市長の公約であれ、議員の公約であれ、私は同じではないかなというふうに

思っております。 

 今、山口議員が、第二の合併に大変積極的であるということは十分わかりました。

そういうことが議会の中からも、いろんなご発言として出てきたこと自体が、大変

私はありがたいと思いますし、これから議会の中でもそういう議論をしていただけ

ればありがたいなと思っております。 

 今、どこか協議会を持ったらどうかというような具体的なご提案ですが、協議会

の中身がまだわかりませんけども、どこか特定の他の自治体を念頭に置いて協議会

ということになりますと、先ほど私が申し上げましたように、一方的にですね、行

政の側からそういう枠組みをつくってしまうということになりかねないのではない

かなというふうに思っております。 

 一つですね、どこか特定の他の自治体を念頭に置いたわけではありませんけども、

１点、お考えいただきたいなと思いますのは、隣の市との間で幾つかの一部事務組

合を持っておりますが、この一部事務組合の統合ということを事務レベルで進めて

おりますし、このことについては議会にすべてご報告を申し上げてきております。

例えば議会としては、こういうことについて議論をもっとしていただければですね、

そういう方向を視野に入れた行政ということにも繋がるのではないかなというふう

に思っております。 

 協議会的な組織を立ち上げてはどうかということですけども、山口議員ご自身が

ですね、ではどこと協議会を立ち上げるべきなのか。そういうこともまだまだ話し

合いができる段階ではないのではないかというふうに思っております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ５番、山口峰雄君。 

○５番（山口峰雄君） 公約だから実行しなければいけないとは限らないとか、そうい

うご意見をいただいたんですけれど、そうなりますと、見解の相違がありまして、

これ以上、公約だからやらないかんとか、何とかという質問はやめておきたいと思

いますけれど、まず、市長の任期も半分過ぎましたので、今まで第二の合併に対す

る何らかのアクションがあったらお教えいただきたいと思います。 

 それから、今後どういう具合に。市長の任期もあと２年だと思いますけど、２年

の間に何か少しはするのか。例えば私は先ほど協議会と申し上げましたけれど、何

らかの検討をするというものがあってもいいんじゃないか。この前もありましたけ
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れど、市長のお出かけトークとかありましたけれど、そういう場でそういう話をさ

れたのかどうか。何がしかの、そういうことを視野に入れたアクションを起こされ

たのか。これからそういうアクションをされるのかということをお尋ねしたいと思

います。 

 それから、事務組合のことですけど、私も消防組合に議員として関連させてもら

っていましたけど、これは共有で、お互いに事務組合というのは結構いい加減だな

と。というのは、我々議員もちょっとしか行かないし、大体、決められるのは組合

の管理者だけで決めて、それに対してチェックというのがなかなかできにくいと。

共同の事務組合というのは、恐らくあまり、どう言いますかね、いい加減というと

怒られますけれど、結構、責任があまり手薄になると申しますか、こういうような

感覚を持っているんです。 

 だから、そういった意味で第二の合併をして、そういう共同の事務組合なんかは

全部自分で持つと。そういうようにしていくのが、第二の合併の特徴だと。特徴と

いうか、メリット。 

 もう一つメリットがあるのは、第一の合併と申しますか、この間の合併に関して

は２町の合併。最初、６町の合併がありましたけれど、それが３になり、２になり、

２で合併した。２という数字は、どうしても旧芦原、旧金津というような対立があ

って、そのために中学校問題なんかも起きて、ここ何年かは騒動が起きた。これが

３町、４町で合併していれば、そういった争いも起きなかったんじゃないかと思い

ます。 

 だから、２で合併したというのは、市長は大変よかったとおっしゃっていますけ

れど、私なんかから見ますと、非常に問題が、旧芦原、旧金津の対立になりかねな

いと。３も４もあれば、そういう対立というのは薄まってしまって、だれと対立す

るかということも非常に難しいことになって、起きないんじゃないかと。こういう

こともあります。 

 そういうことを申し上げまして、先ほどの質問を、再度ご答弁をお願いいたしま

す。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） まず、中学校問題がですね、二つの旧町との関係において発生

してきたというふうには、まず、私は思っておりません。それから、結果論といい

ますか、現象的に考えて、二つの町が一緒になった市と、四つの町が一緒になった

市とでは、いろんなトラブルといいますか、旧町意識の出方が違うということは、

現象面では言えるかもしれませんけども、だからといって、２町の合併が間違いで

あったとか、４町の合併が正しかったという価値判断をするのは、私は間違いでは

ないかというふうにまず思っております。 

 今後どうするかということですけども、先ほども答弁いたしましたが、道州制の

議論も大分来ておりますので、その辺を見極めるということも必要だろうと思いま



 35 

す。道州制の結論が出てから云々ということではありませんで、そういうような新

たな動きも十分見ながらですね、この議論は進めていくべきではないかというふう

には思っております。 

 あと、いろいろな場で、市民との対話の中でそういう話をしたかというお話です

けども、わりと余り出てきておりません、正直なところ。市民の中からも、余り今

の段階で、そういうことは出てきておりません。それよりもほかのことの方がたく

さん出てきているかなというふうに思っております。 

 先ほど、一部事務組合のあり方についても、山口議員は批判的なご見解を述べら

れました。確かに一部事務組合には一部事務組合の問題がありますけども、だから

といって、一部事務組合そのもの、あるいは一部事務組合の議会そのものがですね、

機能を果たしていないというふうには、私は思っておりません。ただ、より効率的

なあり方を、今後検討すべきではないかというふうには思っているところでありま

す。 

 それから、話は前後しますけども、市民の皆さんを話をしているときに、今私が

申し上げておりますのは、せっかく合併して５年も経過したわけですから、ここへ

来てですね、旧金津町とか、旧芦原町の対立意識を助長するような、そういうこと

はお互い避けるべきではないでしょうかというようなことを申し上げております。

そのことは大変不幸なことにつながると思います。むしろ、５年もたちましたけど

も、まだ旧両町の意識をあおるというような風潮もちょっと見受けられますので、

そのような状況の中でですね、第二の合併というようなことは、私はどうも本来の

心のありようとしてはいけないのではないかなというふうにさえ実は思っておりま

して、むしろ市民の皆さんとの話し合いの場では、旧町意識というようなものをお

互いに余り出さないで仲よくしましょうというようなことを申し上げているところ

であります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ５番、山口峰雄君。 

○５番（山口峰雄君） 今のご答弁でですね、道州制のこともありますから、余り積極

的にはやらないというような、私は受け取りをいたしました。そういうことで、時

間も経過しましたので、第二の合併についてはこれくらいにいたしまして。 

 その次、購入品、公共事業の市内業者の受注率アップについてお伺いいたします。 

 最近、定額給付金が支給されたのにあわせて、プレミアム商品券が発売され、市

内での消費拡大に皆さん努めるようになってきておりますけれど、市役所から支出

されるお金がなるべく市内へ流れるようになっているかについて、ちょっと気にな

ったもので、今回この質問をさせていただきます。 

 また、５月６日の福井新聞でも、これは県の方ですけれど、２００７年度の国土

交通省の直轄工事について地元企業への受注率は、福井県は６番目に悪いというこ

とになっているそうなんで、全国平均が５０.７％であるのに対して、本県では３０.

６％と大きく下回っていますと。この新聞を読んでみましても、これとよく似たこ
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とがあわら市内でも起こっているのではないかという思いが出まして、質問をさせ

ていただく次第でございます。 

 まず第一に、あわら市が発注している物件購入、業務委託、工事等について、市

内業者の受注率について、お伺いします。 

○議長（東川継央君） 通告している部分は言ってください。 

○５番（山口峰雄君） 通告してる部分と違う部分もありますので、違ってたら省いて

もらって結構です。 

 市が発注している物件購入、業務委託、工事等について、市内業者の受注率はど

のようになっているか。 

 例として、昨年行われた耐震補強工事、金津雲雀ヶ丘寮、古屋石塚の工事につい

て、市内業者の受注率はどうか。 

 今後、中学校の改修、小学校の耐震補強工事、消防署の改築、旧芦原庁舎の利活

用など、公共工事が目白押しでありますが、市内の業者を優先すべきと考えますが、

これに対する考えや工夫があるのか。 

 もう一つは、公共工事における総合評価方式の話を聞くと、市内の零細業者には

不利となると思いますが、これに対して何か工夫をやっているか。 

 最後に、電子入札制度の導入という話がありますけれど、これを導入するのかし

ないのか。これを導入されると、地元業者はさらに非常に参加しにくくなるという

具合に思います。そういうことを思いますけれど、そういうことはないのかどうか。 

 それについてお尋ねいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 副市長、北島善雄君。 

○副市長（北島善雄君） 山口議員のご質問にお答えをさせていただきます。 

 まず、１点目でございますけれども、平成２０年度にあわら市が発注いたしまし

た工事につきましては、特殊なものを除きましては、ほぼ１００％、市内業者の受

注ということになっております。 

 また、物品の購入につきましても、公用車の購入などで市内業者で調達が可能な

ものにつきましては、市内業者を中心に競争入札を執行いたしております。さらに、

委託業務につきましては、市内業者で履行できないもの以外は、市内業者へ委託と

なっております。 

 議員が例示されました、昨年実施いたしました耐震補強工事等の受注状況につい

てでありますが、平成１９年度の繰越事業の各小学校屋内運動場の耐震補強工事に

つきましては、すべて市内業者が受注しております。また、平成１９年度発注の雲

雀ヶ丘寮増築工事につきましては、共同企業体方式ということでございますけれど

も、市外業者が構成員となっております。さらに、平成２０年度の古屋石塚産業団

地整備事業の造成工事につきましては、市内業者と市外業者との共同企業体の受注

となっており、産業団地関連の事業で市道瓜生石塚線道路改良工事は市内業者が受

注をいたしております。 
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 次に、２点目について申し上げます。 

 議員ご承知のとおり、近年の経済不況により、建設業界をはじめ各種業界は、受

注件数、受注金額とも大幅に落ち込んでいることから、倒産する企業が見受けられ

ます。 

 このような事態を踏まえまして、市では可能な限り、市内業者への優先的な発注

を念頭に置きまして、入札を執行いたしております。また、本年度以降見込まれま

す両中学校の改修をはじめとする大規模な公共工事につきましても、市内業者の受

注機会が増えますように、その設計内容を精査するとともに、一括発注を分離発注

にするなど、市内業者への受注機会が増えるように努力をして参りたいと考えてお

ります。 

 次に、３点目について申し上げます。 

 本市では、入札制度検討委員会において、あわら市建設工事総合評価指名競争入

札の試行要領を定めました。これは、簡易型でございますけれども、平成１９年１

２月１日付けで施行いたしております。 

 これは、対象工事について、入札者の施工能力、配置予定技術者の能力など、そ

して、入札価格を総合的に評価し、妥当と認められるもののうち、市が発注する建

設工事の請負契約において、価格その他の条件が市にとって最も有利な申し込みを

した者を落札者とする入札方式でございます。平成１９年度及び２０年度において、

それぞれ１件ずつ試行的に実施をいたしました。 

 県内市町におきましても、総合評価方式によります入札導入案件が非常に少ない

ため、この方式によるメリット、デメリットの情報が少ないこともありますが、零

細業者にとっては、企業の技術力の面で若干不利になることも予想されます。 

 本市におきましては、国、県の指導もあり、本年度も何件か実施する予定でござ

いますけれども、他市町村の発注状況を見極めながら、条件面について地元業者に

配慮して参りたいと考えております。 

 最後に、電子入札制度についてのご質問でございますけれども、電子入札は、入

札会場に出向くことなくパソコンで入札参加できる利便性とともに、入札に求めら

れる公平性、透明性、競争性を確保するために導入するものでございます。 

 本市におきましては、県の導入しているシステムを共同利用する計画で、平成２

０年度中に準備をし、模擬入札などを施行した後に、本年度から本格稼働する予定

でございました。しかしながら、本年に入りまして、県が事業の前倒し発注を行っ

たことから、本市へのシステム移行が困難となりまして、当初計画より２カ月程度

おくれております。本格的な事業実施は６月以降となる見込みでございます。 

 県におきましては、平成１７年度に電子入札システムを導入しておりますけれど

も、県の電子入札について市内の一部の業者で参加実績があることから、今後は未

参加の市内業者に対しての説明及び模擬試験などを行いながら、本格稼働に移行し

て参りたいというふうに考えております。 

 なお、本年度におきましては、坂井市と歩調を合わせまして、設計金額３,５００
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万円以上の工事等を対象に実施の予定であります。 

 以上、概略を申し上げまして、ご説明とさせていただきます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ５番、山口峰雄君。 

○５番（山口峰雄君） ただいまのご答弁の中でですね、特殊なものを除いて１００％

というご答弁をいただいたんですけど、金額にしましたら、トータルで、特殊なも

のが何％あるのか。それを含めて、受注率が何％になるのか。お尋ねします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 副市長、北島善雄君。 

○副市長（北島善雄君） 今ほど工事の発注の中で特殊なものというふうに私の方でお

答えをいたしましたけれども、それの積み上げというのは手元にありませんので、

それを含めて何％になるかということになると、後ほどお答えをさせていただきた

いと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ５番、山口峰雄君。 

○５番（山口峰雄君） 積算してないということで、時間もないので、次の公民館の運

営についていきたいと思います。 

 公民館という施設の役割について所見を伺いたいと。 

 それから、団塊の世代がリタイアして、年寄りが多くなり、公民館はその人たち

の生涯教育の中心としてますます重要になると思われるが、今後の公民館の運営方

法についてはどのように考えておるか。 

 民営化の話が出ていたが、私も以前にいっぺん質問しましたけれど、その後、進

行状況はどうなっているか。 

 次に、館長には民間人と役所ＯＢがいますけれど、館長の選考方法はどのように

なっているか。館長の選考方法に不透明な部分があって、どうやって決まっている

かがよくわからないので質問いたします。 

 館長と事務員という構成だけでなく、民営化して、館長を中心とした運営組織が

必要であると考えられるが、そうしないと生涯教育の仕事がなかなか進まないので

はないかと思います。 

 それから、館長の考え方で使える予算が少しぐらいあったらいいのではないか。

館長は、現状を見ますと、公民館の番人みたいなもので、公民館自体がカルチャー

センター化していまして、その受付係みたいになっていると思います。その点で、

公民館は、館長は少なくとも常勤ではなくて非常勤で。これは後にします。 

 では、よろしくお願いします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 教育長、寺井靖高君。 

○教育長（寺井靖高君） 山口議員のご質問にお答えいたします。 

 まず、公民館の役割と今後の運営方針についてのご質問ですが、公民館は、住民
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のために、生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、住民の教

養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄

与することを目的として設置されており、生涯学習の拠点施設と考えております。

また、すべての住民の方々に対して学習を提供する場でもあります。 

 ところで、団塊の世代も含め年配の方には、生活に身近で、優れた技能をお持ち

の方がたくさんおられます。こういった方々の技能、技術、知識を活用した公民館

講座等の実施を目指し、それぞれに特色のある公民館運営を図って参りたいと考え

ております。 

 次に、公民館の民営化のご質問につきましては、平成２０年度に、指定管理者制

度のあり方等について全庁的な検討を行ったところ、公民館は、地域住民の生涯学

習の場であり、営利を目的とする施設ではないことから、指定管理者制度や民営化

には適さない施設と判断し、現行の運営を維持することとしております。 

 なお、運営につきましては、地区の区長会や生涯学習地区推進員等の協力をいた

だきながら、行って参りたいと考えております。 

 次に、館長の選考方法でございますが、公民館を生涯学習の拠点と位置づけてい

ることから、地域の実情に精通した方を地区から推薦していただき、委嘱をしてお

ります。 

 なお、湯のまち公民館につきましては、利用者が多く、旧芦原町の中央公民館で

もあったことなども考慮し、行政事務に精通した臨時職員で対応しております。 

 最後に、館長の考えで使える予算があってもよいのではないかというご質問でご

ざいますが、公民館の予算は施設の維持管理費と講座や教室などの活動費が主なも

のであり、維持管理費につきましては中央公民館が一括して管理しております。ま

た、講座や教室などの活動費につきましては、各館からの要望を受け、予算に反映

しておりますが、今後は、各公民館においてそれぞれ特色のある公民館の運営を図

るための予算措置にも努めて参りたいと考えておりますので、ご理解を賜りますよ

うお願い申し上げます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ５番、山口峰雄君。 

○５番（山口峰雄君） ただいま、教育長のご答弁の中で、公民館のことは、以前、私

が４回、定例会で質問したときに、市長がお答えになったことと同じことを言われ

ております。 

 時間もなくてなってきましたので、今、館長の仕事というのは常勤になっている

んです。常勤で朝から晩までいるということになりますとですね、館長として地域

で立派な方が朝から晩まで公民館の番人をするのでは館長のなり手がないという具

合に思います。だから、館長はあくまでも館長で、非常勤でしていくのが適当では

ないかと思います。そうすれば、いろんな方をお願いできる。立派な方でも、退職

されて、２、３時間、そのために働くと。朝から拘束されているのでは、そういう

方を見つけることが難しいんじゃないかと思います。この点について、再度お伺い
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いたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 教育部長、藤崎恒美君。 

○教育部長（藤崎恒美君） ただいまの山口議員の再質問でございますけども、各公民

館の館長は常勤の扱いにはなっておりますけども、実質的にはその館の実情に応じ

まして、時間帯云々につきましてはそれぞれの館にお任せをいたしているというよ

うな状況でございますので、今ほどの教育長の答弁にございますように、生涯学習

の拠点施設でもありますし、時間帯に応じて適切な対応を図るということでの館長

の活動でございますので、ご理解をよろしくお願いいたしたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ５番、山口峰雄君。 

○５番（山口峰雄君） ただいまの教育部長のお話によると、やはり常勤の扱いになっ

ていると。そういう扱いになっていたら常勤しないと、さぼっているように見られ

ますし、非常勤扱いでそれなりに立派な方がなれるように、非常勤でないといけな

いのではないか。そういう具合に思いますけれど、再度その点どう思いますか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 教育長、寺井靖高君。 

○教育長（寺井靖高君） 今ほど答弁させていただきましたようにですね、それぞれの

公民館に特性がございまして、地区にとって拠点となっているところ、先ほど指摘

されましたように、貸し館的活動のみというようなこともございまして、それぞれ

の活動の中でお願いしているところでございますので、議員からご指摘の点につき

ましては、今後検討して対応して参りたいというふうに思っております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ５番、山口峰雄君。 

○５番（山口峰雄君） それでは、私の質問は終わります。 

○議長（東川継央君） 暫時休憩いたします。なお、午後の再開は、１時１５分、再開

とさせていただきます。 

（午後 12時 11 分） 

                                      

○議長（東川継央君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後１時 18分） 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市民福祉部長、山岸利紀君。 

○市民福祉部長（山岸利紀君） 先ほどの笹原議員のご質問の栄養士配置につきまして

申し上げたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 栄養士につきましては、子育て支援室に１名を配置しておりまして、各保育所、

幼児園を統括しまして行っているところでございます。なお、献立表につきまして

は１カ月分を作成し、各保育所、幼児園等のそういった調理師を集めまして、話を
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させていただきまして、指示をしているところでございます。なお、調理師はこの

献立表に基づきまして、園児に給食を提供するというような流れになっているとこ

ろでございます。 

 これに関しまして、統合幼児園等がもしできた場合でございますが、調理師の配

置につきましては特段、配置基準はないわけでございますが、現状の４人は、統合

幼児園では、低年齢児や個別の食事というようなことに対応するためにも、できる

ならば現状の４人体制で、担当課としては要望いたしたいと考えておりますので、

よろしくお願い申し上げます。 

 

◇坪田正武君 

○議長（東川継央君） 続きまして、通告順に従い、９番、坪田正武君の一般質問を許

可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ９番、坪田正武君。 

○９番（坪田正武君） ９番、市政会、坪田正武。一般質問をさせていただきます。 

 質問内容はですね、湯のまち駅前広場の今後の活用計画案についてお尋ねをいた

します。 

 質問は１問ですが、それぞれ３項目に分けて質問いたしますので、その旨、ご回

答、ご答弁をお願いいたします。 

 まず、第１問は、湯のまち駅前広場、もと有楽荘跡地を、旧芦原町時代に約３億

円で購入しましたが、その後、この土地の活用について全く具体的案を示さないが、

市民感情から見ると、温泉街の一等地であり、ただここを遊ばせているにしか見え

ない。 

 当時、この土地を購入するときは具体的案があり、当時の町長、また議員は承諾

して、高額な土地を購入したものと考えられますが、当時はどのような計画案があ

ったのか、わかる範囲でお答えをお願いいたします。 

○議長（東川継央君） 全員協議会でも申し上げましたように、大きい項目での１問に

ついて、通告してる部分については一括してやっていただくと。今の坪田議員は三

つのことを最初に通告して出てますので、その部分を最初にやっていただくと。そ

の後、再質問でそれを何度やっていただいても結構です。 

○９番（坪田正武君） 議長からそういうように提案がありましたので、そのようにい

たします。 

 では、２番目に、合併したときは、当時、この場所を憩いの広場にして、公園ま

たは足湯等々をつくり、温泉客、また市民との活性化を図るための計画案を聞きま

したが、その後どうなったのかをお尋ねします。 

 また、３番目といたしまして、ここを有料駐車場にする計画案はないのか。年末

年始の駐車場でなく、年間駐車場にしておく、イベントがあるときは広場に開放す

るということで、ひとつお願いをいたします。 
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（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 坪田議員のご質問にお答えいたします。 

 えちぜん鉄道あわら湯のまち駅前の多目的用地は、平成９年に老舗旅館の廃業に

伴い生じた土地を、温泉街の顔を再生するという目的で、旧芦原町が平成１４年に

取得したものです。 

 ご案内のように、取得当初から利活用の方策が検討され、公園やコンベンション

施設など、さまざまな案がその俎上に上げられましたが、費用対効果、維持管理の

問題などから集約ができず、現在に至っているところであります。 

 また、これまで、広場の一部が屋台村や、えちぜん鉄道利用者のパーク＆ライド

駐車場、夕市の会場などに利用されておりますが、いずれも暫定的な利用と申し上

げざるを得ません。 

 しかしながら、当該地はあわら湯のまち駅前に面し、いわば温泉街の玄関口でも

あるため、何らかの整備が必要であることは議員ご指摘のとおりであります。そし

て、さらに一歩進めて、この遊休地の整備と利活用を核に、芦原温泉の活性化を進

めていく取り組みも検討する必要があります。 

 このため、今年度は、県と連携した「市町振興プロジェクト」を策定し、次年度

以降の３年間を事業期間として、芦原温泉の魅力づくりと誘客推進体制の整備を行

うことを予定しており、県との協議も進めているところであります。 

 あわら市の観光まちづくりに着目したこのプロジェクトは、多目的用地の整備や

温泉街の修景といったハード面と、新たな観光素材の開発、推進体制の強化といっ

たソフト面の両面からの展開を予定しており、今年度、観光協会に設置した「あわ

らツアーデザインセンター準備室」も観光まちづくり推進体制整備の最初のステッ

プとして位置づけられるものです。 

 また、多目的用地の整備については、県が今年度から取り組む「新ビジットふく

い」に基づく事業との関連も踏まえながら検討していく予定であります。旧芦原町

で策定しました利活用の案につきましても、この検討の中で取り入れられるものは

取り入れていくことになると考えております。 

 いずれにいたしましても、これらのプロジェクトの推進に当たっては、ソフト事

業、ハード事業を通して、県補助金をはじめ、あらゆる助成制度を活用したいと考

えているところであります。このような状況を踏まえた上で、議員からご提案いた

だきました有料駐車場やイベント広場としての活用計画についても、プロジェクト

の策定作業の中で検討して参りたいと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ９番、坪田正武君。 

○９番（坪田正武君） 一連の回答だったので、かいつまんだ個人的なもので申し上げ

ます。 

 当初申し上げましたように、約３億円の土地を買うとき、当時の町長なり、議員



 43 

さんは、何にしようかということで、相当具体的な案を詰めて、こういうことで議

会ではですね、承認をしたのではないかと思うんですね。 

 一般的に１００万円、２００万円のことならですね、多少目をつぶることもある

だろうけど、一般の家庭でもね、例えばテレビを買い替えるとか、自動車を入れ替

えるというときはですね、家族会議というかどうかわかりませんけども、家族でで

すね、そのお金を自動車に充てるのか、何に充てるのか、決めると思うんですね。 

 これは、有楽荘の跡地を何とかしなきゃと。当時聞いた話では、ほかの業者が来

て、当時聞いた話では、ややこしい業界が来て、芦原温泉街を風俗化してはいけな

いと、ややこしくしても困るよということで、買ったようなことを聞いたことがあ

るんですけども、そのときの本当のねらいは、どういうものを建てようと思ったの

かだけお尋ねします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） これはですね、市長としての答弁になるかどうかわかりません

が、当時、議員として知り得た範囲の中でのお答えしかできませんが、それでひと

つお許しいただきたいと思います。 

 私の記憶では、あそこの場所は芦原温泉の一等地でありまして、ここの土地につ

いて、当時の所有者でありました福井銀行、実態は福井銀行の関連する会社の所有

地だったと記憶しておりますが、ここの方から申し入れがあったように記憶してお

ります。これは本当に一等地でありますので、議員ご指摘のように、観光地にふさ

わしくないような施設が進出されるということは非常に困るということが、当時話

し合いをされたというふうに記憶しております。当時は、むしろ議会の方がですね、

用地の取得については積極的だったように記憶をしております。 

 いずれにしましたも、高額な土地を買収するわけですから、目的もなしに買収す

るということは認められるわけではありません。そこで、当時検討されていたのは

公園であったと思います。これも町民の方を交えた検討委員会のようなものが持た

れまして、その中から成案を得たというふうに記憶しております。 

 ただ実は、そういう表向きでの事業が進みながらですね、実は、私も多少、議員

時代に関係しておりましたので記憶しているんですが、水面下では、何か別な施設、

例えばコンベンションホールの誘致ができないかというようなことも一方、水面化

では行っていた記憶があります。しかしながら、コンベンションホール構想につき

ましては途中で挫折をしたというふうに記憶しております。 

 従って、残っているのは、当時立てた公園の計画がそのまま現在まで来ていると

いうのが実態かと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ９番、坪田正武君。 

○９番（坪田正武君） 今になってから当時どうだったかと、いわゆる終わったことを

ですね、がちゃがちゃ言っても仕方がないなという気もするんですけど、私が想う
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にはね、当時の町長さんは、これだけのことで、議案を提出してやるからにはです

ね、何か一本の芯があって、絶対これを貫くんだ、こういうことをするんだという

ようにやっていくのが、首長の仕事であってね、実は何か言うと、あれもあり、こ

れもありということで、非常に優柔不断のような、いわゆる思いつきの、言い方は

失礼かもしれないけど、いわゆる衝動買いみたいな形でですね、買った形のように

思うわけです。 

 何かあって、それがうまくいかないから軌道修正するんだというのであれば、当

時はいろいろ苦労したんだなという思いがありますけど、全く更地でそのままして

おくということはですね、何も行動を起こさなかったと。ある意味では、当時の町

長は職務怠慢ではないかなと。これだけの金を使うためにですね、市民に協力して

くれとやった。 

 このお金はですね、旧芦原町時代に借金を返したんじゃなくて、合併してからお

返しているわけですね。さっき市長がほかの方の質問のときに、対芦原、対金津と

いう言い方はおかしいかもしれませんけども、対金津のいわゆる市民の方もですね、

一緒になってその借金を返している、納税者になっているわけですからね。そこら

は本当によく認識していただいてですね、今後のことをやっていきたいなと思いま

す。 

 次ですね、合併したときは、足湯とか、何かをつくるということで、私は当時の

図面なんかも見ました。けど、それは描いた絵だけであって、実行を伴わなかった

けど、今の市長の答弁に、県と連携した計画案をやるんだよと。観光協会とタイア

ップしてやるんだというお答えがあったんですが、これは具体的に、いつ頃から、

どのような形でやるのか、またそれの構成員はどんな形でいくのかをお尋ねします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 観光協会とタイアップというのはソフト面の話でありまして、

遊休地の整備事業そのものにつきましては、県がですね、計画段階からそれぞれの

市や町なりに頭を突っ込んでいただいて計画を立てていくという新しいメニュー

ができました。これにつきまして、あわら市としては、遊休地の活用も含んだ観光

事業をその対象としております。その中で、この遊休地の跡地についてもですね、

他のより優位なメニューの取り組みも含めて検討していきたいというふうに思っ

ております。それが今ほど申し上げましたように、「新ビジットふくい」の中で取

り組んでいる有利な事業がございますので、それも活用できないかというようなこ

とで今計画を立てております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ９番、坪田正武君。 

○９番（坪田正武君） ちょっとまだ中身は市長の答弁では見えてない、これから見え

てくるということを期待しますけども。 

 余談の話ですけどね、四国の愛媛県に道後温泉がありますね。道後温泉に行った
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方がいるかと思いますけども、道後温泉の入り口にですね、からくり時計があるん

ですよ。何のからくり時計かといいますと、いわゆる夏目漱石の「坊ちゃん」をイ

メージしたですね、当時のマドンナだとか、赤シャツだとか、そういう方が、時報

をもとに出てくるんですね。時報を発する１５分か、２０分前になりますとですね、

当時の衣装を着た学生なりが来てですね、いろんな口上を述べてですね、道後温泉

はこうだよとか、夏目漱石の「坊ちゃん」はこうだったんだよというようなことを

やるわけです。口上を述べるときに、そこでいろんな方が一緒に記念撮影をやるん

ですね。その前に足湯がありまして、１時間ぐらいは足湯に入りながら、口上を聞

いて、記念写真をとるとですね、そこにタイムスリップして、そういうところに来

たのかなと。構成がうまくできてるんですね。 

 各温泉場に、それに似たようなものが幾つもあるかと思うんですけども、私もあ

ちこちの温泉に行ったわけではありませんので、非常にインパクトの強かったのは

道後温泉のからくり時計。なかなかユニークだなと、そんな思いがありました。 

 芦原には、そういう全国的に広がるような小説家とか、そういうものもあるのか

は別ですけども、そういうからくり時計は７,０００万円ほどかかったと言っていま

した。温泉から出た人はですね、必ずそこに寄って、からくり時計の時報を聞いて、

ほかの目的地に行くと。 

 今の芦原温泉街はですね、朝食をとったら、旅館の前に観光バスが止まっておっ

てですね、「早く乗れ」と。乗った時点でですね、朝一番で、次の目的地へ飛んでい

ってしまう。芦原の温泉街で、観光客がですね、時間をつぶすとか、そういうこと

がないんで、そういうようなイベント的な、さっきのまちづくりというか、計画案

がですね、あるのかないのかだけ、市長にお尋ねします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 経済産業部長、坪田清孝君。 

○経済産業部長（坪田清孝君） 今のほどのご質問にお答えをしたいと思います。 

 先ほども市長が申し上げました県の「新ビジットふくい」という推進計画がござ

いますが、これも新たに今年度からで、今までは「ビジットふくい」というのがあ

ったわけですけど、「新ビジット」という形で、福井県で３件ずつというようなこと

になっておりまして、まだ具体的には決まってございませんが、目玉となる観光地

づくりという事業でございまして、１年目がソフト事業、２年目、３年目でハード

を行うという新たな事業でございますが、この事業によりまして、あわら湯のまち

の駅前多目的用地の整備というものを考えていこうという具合に考えてございます。 

 先月も、旅館組合の方からも、地元としてあそこの広場を活用してほしいんだと。

現にですね、あそこには屋台村なんかを創設してございます。温泉場としてはもう

一つ、足湯等も置いてですね、もうちょっと市民が集えるような場所づくりをやっ

てほしいというような要望も出てございますので、政策課等も含め、実施をしてい

ただく土木部との連携も取りながら、市民を巻き込んだ整備づくりというものを考

えていこうと思っておりますので、ひとつよろしくお願いいたします。 
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（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ９番、坪田正武君。 

○９番（坪田正武君） ありがとうございました。 

 ３番目にですね、最後なんですが、年間有料駐車場にできないのかという提案を

したんですけども、旧金津はですね、有料駐車場が３カ所あるんですね。例えば食

堂なりをやっている方は、自分の家の前にちゃんと駐車ができるようなスペースな

り、場所を借りていますね。一般の方は、通勤の方も含めてですね、駐車できるよ

うになっています。 

 ちなみにですね、あわらの駅前駐車場はですね、１１０台駐車が可能になってい

るわけですね。そのうち日割が大体７０台、月極めが４０台。向ヶ丘駐車場がです

ね、４０台とめるようなスペースができております。これは月極めですけど、４０

台ほとんど入りますね。今度できた東口駐車場、これが１６４台。これは日割が６

４台、月極めが１００台ということになってるわけですね。この駐車場がそれぞれ

今どの程度活用してるのかということを、アバウトですけども、月平均の利用台数

は、駅前駐車場は月２,４９０台駐車してるわけですね。向ヶ丘駐車場、これは月極

めですけども３４台。４０台のところ、３４台入っていますね。東口駐車場は月４

５８台。このように利用活用があるわけですね。 

 とすると、これは幾らかお金を生んでいるわけですよ。金額は確認しませんでし

たし、いろんな駐車時間によってですね、金額も凹凸がありますのでとりませんけ

ども、この跡地を有料駐車場にしてですね、少しでも大きな金を使った利息分ぐら

いはですね、回収できないのかなと。駐車するための設備投資に幾らかかかるでし

ょうけども、周りが見て、「あれは有料駐車場だから、幾らかお金が入ってるんだ。

あわら市にも幾らか財源になってるんやな」というようなことを市民にお見せする

のが筋ではないかな。 

 もう一つはですね、今の屋台村のお客さんが、あそこへ行くかたは無料で止めれ

るんですね。こんないい場所はないわけですよね。自分が小さな間口を広げながら、

駐車場は１銭も金を支払わないでいる。これはやっぱり有料駐車場にしてですね、

そのかわり、屋台村へ来た人にはサービス券を差し上げてね、うちへ来たときはう

ちの方で駐車料金は幾らかサービスしてありますとか、半額にしてありますよと、

そんなことにしてやらないと、旧金津は全部有料駐車場なんですよ、空き地は。 

 二分化しておかしいかもしれないけど、湯のまち駅前はイベントのときだけ広げ

て、あとはほとんど、一番目立つところがロープで縛りをかけていると。それこと、

ほかから見たら、この温泉街は大丈夫なんかなと。そんな思いがありますので、有

料駐車場にして、イベントがあったときは出入り口をうまく撤去できるような工作

物にしておいて、そのときは大きな広場で使うと。今言う足湯にしても結構ですけ

ども、そんな構想はあるかないかだけと、もう一つ、有料駐車場にする気があるか

ないか、お尋ねします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 
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○議長（東川継央君） 経済産業部長、坪田清孝君。 

○経済産業部長（坪田清孝君） 今ほどのですね、意見を踏まえた形の中で、有料駐車

場の検討というのは加えていきたいという具合に考えてございます。 

 うちの市長もかねがねよく言ってるわけですけれども、もう一つは、あわら湯の

まち駅の裏のですね、テニスコートだとか、そこらも含めた整備とあわせて、広場

と有料駐車場とまた別の観点から検討を加えて、整備をしていきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ９番、坪田正武君。 

○９番（坪田正武君） 私はね、あの場所が、いつもいつも車も止まってないし、ロー

プで囲っているだけなので、いろいろ回ってますと、「あの場所は一体どうなって

るんや」ということをちょくちょく聞くもんですから、こうやってあえて一般質問

でとり上げたんですけども、近いうちにですね、是非、皆さんから目に見えるよう

なですね、ことをしてほしい。 

 あそこは近くにお土産広場もあってですね、そこへ行って、多少お土産なり、ジ

ュース１本でも飲んでいただける。足湯ができるんであればですね、温泉の顧客は、

朝早くですね、バスは早く行ってしまうかもしれませんけども、芦原の温泉街を朝

早く歩いて、実はここに足湯があったとか、こんなことがあったということで、話

のタネにもなるんでしょうから、そういうことを期待して、回答は要りませんけど

も、私の一般質問をこれで終わります。どうもありがとうございました。 

                                      

◇卯目ひろみ君 

○議長（東川継央君） 続きまして、通告順に従い、１４番、卯目ひろみ君の一般質問

を許可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） １４番、卯目ひろみ君。 

○14 番（卯目ひろみ君） １４番、卯目でございます。私は、通告順に従いまして、あ

わら南北幼児園の統合に伴う保育のあり方というのについて質問させていただき

たいと思います。 

 まず、１番目ですけども、今話題になっております旧芦原庁舎の利活用について

は、先日、ハード面といいますか、計画などについては説明を受けました。ただ、

その中で暮らす子供たちのソフト面といいますか、そこに通う園児に対する保育の

方法といいますか、そういうものについて、これから先、市としてはどのような考

えをお持ちなのか、お聞きしたいと思います。 

 あわら市内には、現在、公立の幼児園、保育園、小学校前１年のみの幼稚園と、

３種類の保育方法を取り入れているわけですが、新しくなるのをきっかけに、南北

幼児園のことですが、ただ単にこれまでのやり方をそのまま移行する形でいくのか、

それとも幼児園としての形態は変えずに、変わらずとも何か特徴のある保育方法を
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取り入れるのか。もし、そういうことを考えていることがあればお聞きしたいと思

います。 

 次、２番目ですが、あそこのあの場所には園庭をつくる計画をお聞きしました。

園庭のところのＪＡ側というんでしょうか、庭園みたいなところがあります。その

ところに、もしできましたら、公園というんですか、遊具を置けるようなものにす

るというのがいいのではないかと思います。旧芦原側といいますか、そっちの方に

はそういった遊ぶ場所というのが少ないので、一般の子供たちでも遊べるようにす

るのか。これはお孫さんを見ているおばあちゃんとか、子供を持っている親御さん

から、こういう声を聞きます。市としてどのような考えをお持ちなのか、お聞きし

たいと思います。また、それができるとしたら、土日、祝日のような、普通の日で

も開放できるのかどうかについて、お尋ねしたいと思います。 

 まず、１点、質問をいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 卯目議員のご質問にお答えいたします。 

 まず、１点目の保育の方法についてのご質問ですが、保育所、幼児園は、地域に

おいて最も身近な児童福祉施設であり、幼児教育の一端を担う保育所、幼児園に対

する保護者の期待はますます高まっております。このことから、地域で愛される保

育所、幼児園を目指す上で、家庭や地域との連携を図ることが最も重要であると考

えております。 

 このような考えのもと、旧芦原庁舎の１階に幼児園を、２階に子育て支援センタ

ーとシルバー人材センターを配置することにより、将来はお年寄りと子供とのふれ

あい事業を実施したいと考えております。 

 この事業が実現すれば、子供は、笑ったり、泣いたり、驚いたり、不思議に感じ

たり、周囲の大人や子供と共感したり、楽しんだりする中で、感受性豊かな子供に

成長すると考えております。また、お年寄りの方々にも、小さなかわいい子供たち

とのふれあいの場があることは、生きがいづくりの一翼を担うものと考えておりま

す。 

 このほか、幼児園を訪れた園児の保護者の方に、子育て支援センターの事業に参

加し、体験してもらうなど、交流を深めることもあわせて考えて参りたいと思って

おります。 

 次に、２点目のご質問ですが、子供には、自然を感じながら、伸び伸びと遊べる

環境が大切でありますので、統合幼児園においては、園庭の設置は必須であります。

現在の設置計画では、約５００㎡の規模の園庭を予定しておりますが、園庭内には、

滑り台やブランコなどの総合遊具のほか、砂場、水遊び場の設置を考えております。

また、南側に位置する小高い丘部分についてはできる限り残して、その地形や周囲

の木々等を生かした幼児たちの散策路として活用していきたいと考えております。 

 なお、一般開放については、安全面や防犯面からも難しいものと考えております。 
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（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） １４番、卯目ひろみ君。 

○14 番（卯目ひろみ君） 今お答えいただいた中で、ソフト面での保育方法というのは、

まだ時間がありますし、特徴というのが、お年寄りと子供さんとの交流を軸にした

保育方法というんですか、そういうのを取り入れていくというようなお答えだった

ので、まだ時間もありますし、現場の考え方とか、そういうことも十分に研究して

いただきたいと思います。 

 ただ、先ほどの質問にもありましたように、安全面で言えば、保育士の数も大事

です。１人でも多い方が大事だと思います。ただ、母親という立場でいう保育士な

らば、時には厳しく、時には優しく、子供に生きる力とか、たくましく生きる力と

いうのをつけてやるというのも、保育の一つの仕方、あり方ではないかと思います。

それは決して数だけではなく、保育士さんたちの資質向上、そういうものにも是非、

力を注いでいただきたいし、それを行政がバックアップしていくという、そういう

形は非常に大事だと思っております。 

 次に、庭園を含む園庭の開放のことなんですが、今のお答えでは一般開放はでき

ないというお話でした。幼児園の施設として考えますと、確かにそれも致し方ない

のかなと思えてくるんですが、先ほども申しましたように、芦原地区の方には、子

供たちが、遊具があって、ちょっと遊べる公園というのが非常に少ないというのが

現状です。孫を見ている方、また子供さんを持つ親御さんたちが、お昼ですとか、

普段のときに、ちょっと出かけていって遊べるというようなところが少ないという

のは、前から聞かされていました。 

 もともと、私は、ＪＡ側にある、先ほど言った小高い丘部分の場所に遊具を配置

しておけば、だれでもがいつでも利用できていいのではないかと考えていました。

今のお答えですと、幼児たちの散策路として使って、そこは一般の人たちは入れな

いということなんですね。それは情操面では大変いいことだと思います。ただ、あ

そこへ行ってみるとわかるんですが、場所はかなり広いです。そして人工的につく

られたとはいえ、木なんかも結構ありまして、癒しの部分というのをかなり持って

いる場所のような気がします。そこのところに住民が自由に出入りできなくなると

いうのは、やはりなんか寂しい気がします。何か計画の上でもう少し研究の余地が

ありそうな気はします。 

 ここで提案させていただきたいと思うんですが、あくまでもこれは園庭を開放で

きないならという前提つきで提案させていただこうと思います。今、広い駐車場が

あるわけですね。消防署側に細長いガレージがあります。あの部分に小さな林のよ

うな緑のミニ公園のようなものを造って、そこに安全に遊べる、単純で素朴なアス

レチックのような遊具と、散歩の途中ですとか、そんなときにだれでもが休めるよ

うなベンチなどを置いて、あの部分に緑地帯をつくる。そういう利活用の仕方とい

うのも提案したいと思います。 

 まず、時間を気にせずに、土日、祝日も気にせずに、いつでもだれでもが安全に
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遊べる、そして憩える場所。市内の保育所、幼児園の子供たちも、園外保育などに

使える場所です。これは統合幼児園では幼児園として使っているでしょうし、その

ほかに、園外保育とか、そういうので使える場所を造るということです。近隣の子

供を含めて、住民のちょっと一休みの場所にでもなる。そういったところです。子

育て支援センターに通う親子づれにとっても、時間を気にせずに安全に利用できる

場所。また、駐車スペースがあるので、子供さんを乗せて、親御さんが来て、車を

止めて遊べるというのも魅力の一つだと思います。 

 こういうことを考えていますが、何といってもお金の要ることなので、私が思う

のは、先ほどの園庭の続きになる、今ある小高い場所を、住民が使えるように考え

るのが、私は得策ではないかと思っておりますが、もしこのことにお答えいただけ

るのなら、市長、如何でしょうか。どんな考えをお持ちでしょうか。お答えくださ

い。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） まず、一般の方々が遊具のあるような公園を欲しているという

ことが実際にそうなのかどうか、その辺もう１回、調べてみなければいけないかな

というふうに思います。まちの中にも幾つか公園はありますので、その辺の公園だ

けでは不十分なのかどうかという検証も、１回してみないといけないのかなとまず

思います。 

 それで、園庭部分についてなんですけども、現場の方からはですね、余り広い園

庭ですとかえってやりづらいという意見もあるようですので、余り大きな囲いはよ

ろしくないのかなというふうに思っております。その小さい囲いの中での開放は、

まず基本的に無理だろうと思います。場合によってはですけども、小さい囲いと、

その外側にもう一つ大きな囲いをして、その間が少し丘のような状況になってるス

ペースが生まれますので、ここのところが開放できるかどうかということは、先ほ

ども答弁で申し上げましたが、実施設計の段階で１度検討してみたいなというふう

には思います。 

 今、議員ご提案のように、今の敷地の北側の方に車庫がありますけども、あの辺

に新たに植栽をして、緑地を設けた公園をつくるというのはいささか、金額的にも

難しいものがありますので、私はそれよりはですね、今申し上げたような大きい囲

いと小さい囲いの間のスペースが開放できるかどうか、実施設計の中で検討させて

いただきたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） １４番、卯目ひろみ君。 

○14 番（卯目ひろみ君） 私もそれが一番いいと思います。今日の朝も通ってきたんで

すが、かなりのスペースで、小さい遊具ぐらいでしたら恐らく置けるのではないか

なと思いますし、子供たちが安全に遊べるような囲いをつくれば、安全に遊べるよ

うな場所でもありますので、そういうことをもう一度研究していただきたいなと思



 51 

います。 

 質問を終わります。ありがとうございました。 

                                       

◇宮崎 修君 

○議長（東川継央君） 続きまして、通告順に従い、１５番、宮崎 修君の一般質問を

許可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） １５番、宮崎 修君。 

○15 番（宮崎 修君） 今回、太陽光発電のパネルの設置について、特にこの１点に絞

って質問をさせていただきます。 

 地球温暖化による気候変動問題への関心の高まりというのは、日増しに強くなっ

てきております。また、太陽光発電が環境に優しい再生可能エネルギーとして期待

されておりますが、アメリカのオバマ大統領もですね、２月４日の施政方針演説で、

「クリーンで再生可能なエネルギーを利用する国が２１世紀を主導する」と、太陽

光発電への取り組みを打ち出したわけでございます。 

 また、我が国は世界でも最大のといいますか、第１位を誇る太陽光発電国であり

ました。しかし、近年はドイツに抜かれてですね、第２位になっているということ

でございます。 

 また、あわら市においてもですね、県においても、個人住宅向けの太陽光発電設

置への補助金も出されました。当初予算でも、また今回補助金が盛られております。

ということは、それだけ太陽光発電の取り組みについて、国も県も力を入れている

ということがうかがえると思います。 

 そういう中で、今回、一般質問をさせていただくわけでございます。現下の厳し

い経済情勢の中で、全治３年と言われる荒波を単に乗り越えるだけではなく、新し

い日本のスタートとなる３年にしなくてはならないと、政府与党がですね、４月１

０日に決定した新経済対策は、中長期的な柱として、二酸化炭素排出の少ない社会

を目指す低炭素革命を位置づけております。 

 中でも、世界で最先端のレベルにある、この日本の環境関連技術を生かすために、

太陽光発電が掲げられております。政府として、２０２０年までに、現在の発電量

を２０倍程度まで拡大することを目標にしております。その大きな推進力がスクー

ル・ニューディール構想でございます。これは全国約３,２００の公立小中学校を中

心に、太陽光発電のパネルの設置などを含めたエコ改修、インターネット、ブロー

ドバンド、大容量中心化や校内ＬＡＮの充実など、あわら市においても取り組みさ

れておりますけども、情報通信技術の環境整備と耐震化を３年間で集中的に進める

というものであります。 

 このスクール・ニューディールは、国費５,０００億円、事業規模は１兆円という

莫大な規模で実施することになります。現在、約１,２００校に設置されている太陽

光パネル、差し当たり１０倍の１万２,０００校に設置することを目指すという構想
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でございます。いよいよ全国的に、学校が２１世紀にふさわしい学校へと進化しよ

うとしているわけでございます。次の世代を担う子供たちのために、教育に大きな

力を注いでおられる橋本市長は、今まさに学校の耐震化改修に取りかかろうとして

いるあわら市にとっては、願ってもないチャンスであると私は思います。 

 この経済危機対策のスクール・ニューディール構想の中で、太陽光発電のパネル

の設置について、今回の経済危機対策で約１兆円という大規模な投資を行う「スク

ール・ニューディール」構想を受けて、あわら市においてもこの事業にいち早く取

り組むべきではないかと思いますけれども、市長のお考えをお伺いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 教育長、寺井靖隆君。 

○教育長（寺井靖高君） 宮崎議員のご質問にお答えいたします。 

 スクール・ニューディール構想につきましては、国の経済危機対策において、世

界に先駆け、低炭素・循環型社会を構築するため、特に、緊急に実施すべき施策と

して、学校の耐震化、太陽光パネルをはじめとしたエコ改修、ＩＣＴ環境の整備等

を一体的に実施することが示され、地方負担額の大幅な軽減が図られるものであり

ます。 

 ところで、学校への太陽光発電の導入につきましては、地球温暖化対策への貢献、

ＣＯ２削減効果、消費電力節減による経済的効果、さらには非常時用電源としての防

災上の効果が挙げられるほか、発電の仕組みや原理、地球温暖化、省エネルギーな

ど、環境教育への活用にも大きく期待されているところであります。 

 しかしながら、太陽光発電におけるシステムの保守管理をはじめ、寒冷地におけ

る対策、太陽光パネル自体による耐震補強への影響などの技術的な問題も多いこと

から、今回の学校整備の中での導入は、時間的な制約もあり困難であると考えてい

るところでございます。今後、総合的に判断して、環境教育としての学校施設の導

入について検討して参りたいというふうに考えているところでございます。 

 なお、太陽光発電を除いたスクール・ニューディール構想に関しましては、今般

の小中学校の整備事業の中で、耐震補強に付随するエコ改修や校内ＬＡＮ、校務用

パソコンの整備などによるＩＣＴ化に取り組んでいるところでありますので、ご理

解を賜りますようお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） １５番、宮崎 修君。 

○15 番（宮崎 修君） 今の答弁で非常に残念なのはですね、一番最初に述べられた環

境に対する子供の教育的な観点、また防災的な観点、幾つか述べられた中で、余り

前向きでない意見の理由に、保守管理とか、耐震への影響といいますか、重量に耐

えられるかどうかということが問題なのかなというふうに私は受けとめたんです

けども、今、政府が打ち出している、また県は高校を管轄してますので、県の方と

しては春江高校とかですね、敦賀高校に導入に向けた調査を予定しているというこ

とも聞き及んでおりますし、隣の坂井市においてはですね、新築で太陽光パネルを
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つけたんですけども、２つの春江東小学校と丸岡南中学校ですけども、これは１０

０キロワットの規模で、大体８３枚ぐらいのパネルを取りつけ、１,５００万円ず

つ費用がかかっているということでございます。春江の場合は、この制度の前です

ので、非常に高い金額がかかっている。しかし、今回はですね、国が２分の１、残

りの２分の１も９割は臨時交付金といいますか、そういう形で、２０分の１の費用

でですね、持ち出しでこの事業ができる。 

 太陽光発電パネルの設置、これはですね、ただお金をかけてするというだけでは

なくてですね、生産設備であるということをまず理解していただきたいなと、この

ように思います。 

 財源についてはですね、坂井市の職員にしても、県の職員にしてもですね、ただ

みたいな、ただと言うとおかしいですけども、１％から３％ぐらいの費用で、１年

ぐらいで十分元も取れるというような話も聞いております。そういう事業が、今、

国が推し進めている環境、低炭素社会を目指す中において、雇用問題にもつながり、

景気の一つの下支えになるというような観点、教育面から、防災面から、いろんな

ことを考えれば、何を躊躇することがあるのかなと思います。 

 また、重量問題。重量問題も、パネル１枚の重さというのは２１キロでございま

す。普通、８３枚とかですね、いっぱい取りつけなくてもですね、中学校の校舎の

屋上の耐震、どれくらい耐えられるのか。それくらいは調べてですね、何枚くらい

なら大丈夫。何かのコマーシャルにありましたけども、「１００人乗っても大丈夫」

というコマーシャルもありますけども、８３枚、これで６０キロぐらいの大人の人

ですと２９人ぐらいの重さでございます。そういうことから考えると、分散して取

りつけることもできますし、１カ所にどんと固めて置く必要はございませんので、

そういうことから、重量問題についてもですね、克服することができるのではない

か。このように思います。 

 維持管理のことは答弁がありませんでしたので、聞きませんけども、今、私が言

ったことに対してですね、教育長が答弁されましたので教育長にお聞きしますけど

も、３％ぐらいの持ち出しでできるこの事業を、まして国も県も進めているこの事

業をですね、本当に取り組む考えはないのか。再度、お伺いをいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 教育部長、藤崎恒美君。 

○教育部長（藤崎恒美君） ただいまの宮崎議員の再質問につきまして、私の方からお

答えをさせていただきたいと思います。 

 小学校につきましては、４小学校、既に入札事務を進めておりまして、２カ年で

耐震補強工事を進める中学校への取り組みが考えられるわけでありますけども、屋

上部分に設置となりますと、耐震補強の影響が想定されます。数字的に出ておりま

せんので詳しくはお答えできないわけでありますけども、何らかの形で工事費の増

額が上げられるものと思います。 

 一方、設置後の費用対効果を見てみますと、金津中学校を例に挙げますと、今の
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国の方で言われております平均的なものといいますと、２０キロワットのパネルを

設置した場合でございますけども、年間約２万キロワットの電気を供給できる見込

みでありまして、電気料で換算いたしますと約４０万円が減額可能となります。し

かしながら、毎年の点検委託料に加えまして、１０年から１５年で電流交換機能の

取りかえが必要となるわけでございます。この費用が約３００万円から４００万円

見込まれております。これらのことを考慮いたしますと、確かに当初はですね、数％

の負担で設置ができましても、決して有利なものではないというふうに考えられま

す。 

 従いまして、今回の学校整備では困難であるというふうに判断をさせていただい

たわけでございますので、ご理解くださるようお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） １５番、宮崎 修君。 

○15 番（宮崎 修君） 電力計ですか、１０年から１５年で取りかえるという話ですけ

ども、各家庭にある使用メーターですね、あれも１０年に１度、北陸さんの方で点

検して、使用可能であれば伸ばすと、使用不可であれば取替えをすると。これは北

電のものですので、北電が無料で対応しております。新たに太陽光発電の電力計を

取りつけますと、これは実費でございます。普通、１０キロワットを８３枚くらい

の大きさですと、１５万円です。３００万円という数字が、どこからどういうあれ

が出てきたのかわかりませんけども。 

 大体、太陽光パネルはですね、現在、最初に取りつけたといいますかね、採用し

ている沖縄の方で、１９６８年に取りつけているわけですけども、いまだに故障も

なくずっと続いている、作動しているというものでございまして、どれくらい耐用

年数があるのかというのは、まだ結果は出ておりません。そういう状況にあります。 

 従って、１年か２年も経たないうちに元が取れるものをですね、学校は朝から子

供が下校するまでの間ですね、電気はついています。けれども、土日祭日、または

春休み、夏休み、冬休みの電気というのは、子供が電気を使わなくても発電をする

わけです。その買電も、来年の４月から今の金額の倍にするということも、今回の

補正の方で決めているようでございます。 

 そういう中にあってですね、今、答弁された認識というか、調査というのは、も

ういっぺん精査してみていただきたいな。私は、今回どうしてもこれに取り組みな

さいというものではございません。何でもそうですけども、対応が遅いというのが、

行政の対応が、スピードの時代ですから、いろんな問題が出てきた時に即対応でき

るだけの取り組み、また、初めてのことであっても積極的にですね、開拓精神とい

いますか、そういうものを持って取り組む、シミュレーションをしてみる。 

 そういう中に、市民の生活の向上といいますか、子供達にとって、中学校の整備

問題も、大規模改修と改修の方向で着々と進んでおりますけれども、ソフト面とい

いますか、自然エネルギーによって今どれだけ電力がつくれているんだよとか、そ

ういうことを全部、下で、子供や生徒が把握して、先生の活用の仕方によっては非
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常に勉強になる。 

 これから２１世紀中盤といいますか、地球の温暖化というのは本当にどうしよう

もないところまで来ていると、世界中の識者が言われておりますけども、そういう

中にあって遅れた対応。よそがしたらする。自分のところがしなくても、大して問

題はないというような捉え方ではなくて、あわら市は率先して自然エネルギーに取

り組むという姿勢。また、バイオエネルギーにしても然りでございます。これから

しっかりそういう面を調査、研究をしていただいて、あわら市の将来にとってプラ

スになることはどんどんと進めていただいきたいなと思います。 

 今回、私は、非常にいいチャンスの時であると思っておりますので、４月から７

月までに受付をするというようになっておりますので、しっかり研究をしていただ

きたい。このように思います。 

 質問にならないような形になりましたけれども、提言のような形になりましたけ

ども、よろしくお願いしたいと思います。 

 答弁に立っておりませんので、市長に一言だけお聞きしたいと思いますけども、

ＩＰＣＣ、気候変動に関する政府間パネルというのが、「地球温暖化は疑う余地がな

い」と断定しております。また、各国の方々もですね、「努力もむなしく、地球温暖

化は待ったなしの状況にあることは、周知のとおりである」と。橋本市長はじめ、

あわら市の職員の皆様も、こういう現状は熟知されておりますので、とにかく今後

ですね、経済問題はもちろんのことですけども、国、県との連携を密にしながら、

政策目的を明確にして、その目的を実現する上で、必要な新たな取り組みを大胆か

つ集中的に今後打ち出していただきたいと、このように思います。 

 また、日本の環境と経済がですね、ともに向上し、発展する社会の実現に向けて、

あわら市も低炭素革命にしっかりと取り組んでいただきたい。このように思います

けども、市長、一言ご所見をお伺いしたいなと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 低炭素化ということは非常に大事なことだと思っております。

私もまだ時期が早いかなと考えております。というのは、いろんなことがあります

ので、ある時期を捉えてからでないと、なかなか政策として形にはしにくいかなと

思っておりますけども、いずれあわら市内で消費するエネルギーとあわら市内で生

産するエネルギーといいますか、このバランスを取るというような大きな政策を掲

げてみたいなというようなことを実は思っているところであります。 

 そういう中にあっては、太陽光発電というのも一つの大きなツールとして考えら

れると思います。ただし、今回の中学校の建物については、先ほど教育長が申し上

げたような事情によって、取り組みは今考えていないということのようですので、

その辺ひとつご理解をいただきたいというふうに思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 



 56 

○議長（東川継央君） １５番、宮崎 修君。 

○15 番（宮崎 修君） 最後に一言だけ言わせていただきたいと思います。 

 今がチャンスなんです。何も早いわけではございません。それをまず一つ。 

 それと、太陽光発電パネルというのは、あくまでも生産設備なんですね。芦原中

学校で年間の電気料が２４０万円、金津中学校でも３３０万円の電気料を支払って

いるわけでございますが、この電気代がどれだけ太陽光発電で賄えるのか、また蓄

電といいますか、余った電気を買電できるのかということもしっかりと捉えて、３

年間で取り組むスクール・ニューディール構想でございますので、しっかりと調査、

研究をしていただいて、取り組みを是非していただきたい。このように思いますの

で、よろしくお願いします。 

 ありがとうございました。 

                                       

◇山川知一郎君 

○議長（東川継央君） 続きまして、通告順に従い、４番、山川知一郎君の一般質問を

許可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ４番、山川知一郎君。 

○４番（山川知一郎君） ４番、日本共産党の山川知一郎でございます。 

 私は、市民の暮らしにかかわる問題について、３点、一般質問をしたいと思いま

す。 

 第１は、市営住宅家賃の減免の問題でございます。 

 市営住宅家賃の算出基準の一つである収入区分が、今般、改定されたということ

でございます。新旧の対照表を見せていただきましたが、新しい区分の仕方が、ど

ういう考えに基づいてやられているのか、よくわかりません。この点について、こ

の考え方について、説明をいただきたいというふうに思います。 

 それから、家賃算出の基準である収入は、前々年の収入、今でありますと１９年

の収入が適用されるということでありますが、この不況の中で、今年に入ってから、

市営住宅入居者で失業をしたというような方がいらっしゃいます。大変、家賃の支

払いが困難になっておられます。こういう方に対して一律にですね、前々年の収入

を適用するというのは、少し考えるべきではないか。減免制度を設けるべきではな

いかというふうに考えますが、この点について、市長の見解を伺いたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 土木部長、長谷川忠典君。 

○土木部長（長谷川忠典君） 山川議員のご質問にお答えをさせていただきます。 

 現在の市営住宅の管理状況でありますが、木造は５団地で９８戸、準耐火造りは

２団地で４５戸、簡易耐火造りは２団地で４７戸、中層耐火造りは４団地で１３１

戸あり、総数では１３団地で３２１戸を管理しております。 

 議員ご指摘のように、公営住宅法施行令の改正より、本年４月から市営住宅家賃
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の算出基準の一つである収入区分が見直されております。この収入区分については、

平成８年に改正されてから１０年以上改正されておりませんでした。その間、所得

の変化や高齢者世帯の増加等に伴い、従来の入居基準では応募倍率が上昇し、住宅

に困窮する多数の入居希望者が入居できない状況にあることから、公平、的確に入

居していただくために見直されたものであります。 

 家賃の算定については、入居者の所得を基準とした収入区分に応じ、それぞれ８

段階に定める額に基づいて算定するものでございます。 

 改正内容といたしましては、最下層の所得者に対しては家賃算定基礎額を引き下

げる一方、その他の階層においては家賃の増減も見られるものとなっております。 

 なお、既存入居者については、施行後５年間は現行どおりの収入基準が適用され

るほか、家賃についても５年間で段階的に新家賃まで引き上げる激変緩和措置が講

じられるなどの経過措置が規定されておりますので、ご理解をお願いいたします。 

 次に、２点目の市営住宅家賃の減免について申し上げます。 

 市営住宅の家賃については、公営住宅法の規定により、前々年の所得に基づき算

定しておりますが、入居者の収入が失職その他の事情により著しく変動した場合に

は、入居者の申請により、家賃算定基礎額の基準となる所得収入の再認定を行うこ

とで対応しておりますので、ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ４番、山川知一郎君。 

○４番（山川知一郎君） 今の説明でございますと、新しい区分は、本当に住宅に困っ

ておられる方に住宅を提供するというか、収入の高い方についてはできれば市営住

宅からは出ていただくというような考え方でやられているということでございま

すが、実際に今回の新しい区分で、収入１万円ごとに刻んで上がるか下がるかやっ

てみますと、上がる方も下がる方もいらっしゃるんですが、かなり収入が高くなっ

たところでは大体下がると。 

 例えば今までは、３２万２,０００円を超える場合は１０万７,７００円。ところ

が今回は、最高が２５万９,０００円を超える場合、９万１,１００円と。これより

上はないということで、現実にはこういう方はほとんどおられないということでご

ざいますけども、そして、これは市が独自に決めたのではなくて、国が決めたとい

うことですので、ここで余り議論をしても意味がないかと思いますけれど、説明と

実態とは合わないんではないかなというふうに思っております。そのことだけ指摘

をしておきたいと思います。 

 それから、今の説明でございますと、先ほど申し上げたように、今年に入って失

業したような方については、申告をすれば減免されるというふうに理解いたしまし

たが、それでよろしいんですか。再度確認をさせていただきたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 土木部長、長谷川忠典君。 

○土木部長（長谷川忠典君） 再度のご質問でございますが、減免措置については、入
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居者の申請に基づきまして再認定を行うということで、それが減免に該当するとい

うことでございます。ご理解願いたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ４番、山川知一郎君。 

○４番（山川知一郎君） 減免の具体的な内容、どれぐらい減免されるとか、そこらが

わかりましたら、説明をお願いしたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 土木部長、長谷川忠典君。 

○土木部長（長谷川忠典君） どれぐらいと言いましても、入居者の申請、いわゆる収

入によって変わると思いますが、収入といたしましては、最高で１区分、一番安い

金額まで抑えていけると思っております。ゼロというのはちょっとご勘弁願いたい

と思います。よろしくお願いします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ４番、山川知一郎君。 

○４番（山川知一郎君） 了解をいたしました。是非、実態をできるだけ掴んでいただ

いて、そういう減免がされるということはほとんどの方がご存じないのではないか

というふうに思っておりますので、ＰＲもしていただいて、困っておられる方には

積極的に減免をしていただくというふうに、是非、お願いをしたいと思います。 

 では、二つ目の問題に移りたいと思います。子育て支援の問題でございます。 

 この間、中学校の整備問題をめぐっても、これから先、あわら市の子供の数はど

んどん減るということが再三言われて参りました。残念ながら、今のところ、将来

子供の数が増えるという見通しは出てこないという状況でございますが、少子化に

歯止めをかけるには、子育てをするならあわら市と言われるくらいですね、思い切

った政策が必要ではないかというふうに思います。 

 市長も、「若者が産み、住み、育てたくなるまちづくり」というふうに言われてお

りますが、私も住民の皆さんからアンケート活動もさせていただいておりますが、

その中にも、具体的にはありませんでしたが、ほかのところからあわら市へ引っ越

してこられた方で、「あわら市は子育てしにくい」というように書かれてあったのが

２、３ございました。そういう点では、是非、積極的な政策が必要と思います。 

 当面、私は、子供の医療費無料化ですが、もう県内でも幾つかの自治体で積極的

にやっているところがございますが、是非、小学校卒業まで拡充をしていただきた

いというふうに思います。これについて市長の見解を伺いたいと思います。 

 また、放課後児童クラブの拡充も必要と思いますが、この点についても見解を伺

いたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） お答えをいたします。 

 子育て支援としての乳幼児の医療費の無料化事業でありますが、この件に関しま
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しては、福井県の補助事業により満３歳まで医療費の無料化が図られており、県内

各市町が単独事業としてさらにその年齢の上乗せを行っているところです。上乗せ

の状況は、あわら市を含めほとんどの市町が満６歳までとしておりますが、永平寺

町では小学校３年生終了まで、若狭町では小学校卒業まで上乗せしている状況であ

ります。 

 現在、満６歳まで行っている医療費の無料化を、小学校卒業まで拡大してはどう

かとのご提案でありますが、現在の財政状況から見ますと、市の単独事業でこれを

小学校卒業まで拡大することには慎重にならざるを得ません。 

 従いまして、今後、財政計画見直しの中で検討いたしたいとは思いますが、まず

は福井県に対し事業拡大を要望していくことになろうかと存じますので、ご理解く

ださるようお願いいたします。 

 次に、放課後児童クラブの拡充について申し上げます。 

 放課後児童クラブは、小学校１年生から３年生までを対象に、現在、市内で７つ

のクラブを運営しておりますが、今後は、未実施の小学校区である新郷地区や北潟

地区での運営も検討して参りたいと考えております。 

 さて、少子化対策を進めていく上では、ご指摘いただきましたように、子育てな

どの支援をより手厚くすることはもちろん必要ではありますが、あわせて、あわら

市に住み、子どもを産んでもらうための施策の展開も重要となって参ります。 

 あわら市では、昨年度、庁内横断的なプロジェクトチームを立ち上げ、こうした

施策に関する検討を行ってきたところでありますが、その取り組みが、今年度「マ

イホーム購入資金に対する利子補給金の適用範囲の拡大」など、幾つかの事業とし

て実を結ぶこととなりました。 

 新しい施策の効果は、今後の検証を待つこととなりますが、これからも「若い世

代が住み、産み、育てたくなるまちづくり」の実現に向けて、引き続き新たな施策

の検討を行って参りたいと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ４番、山川知一郎君。 

○４番（山川知一郎君） 子供の医療費無料化について、今後の財政見通しも考えなが

ら検討したいということでございましたが、あわら市は県よりも上回って、３歳か

ら小学校入学まで拡充をしたわけでございますが、私はこれを小学校卒業まで無料

化しても、費用的にはですね、そんなにかからないのではないか。１,０００万円

以内ぐらいで十分できるのではないかというふうに思っておりますが、そのあたり

についてどう考えておられるか。もし、大体の見通しがあればお聞かせをいただき

たいというふうに思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 金額的に正確な数字ははじき出しにくいんですけども、議員ご

指摘にように、小学校卒業までの無料化を実施しますと、確かに１,０００万円近
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くの経費が新たに生じるのではないかなと思います。これを中学生まで拡大いたし

ますと、やはり１千数百万の経費増になろうかと思います。 

 問題は、一たんこの制度をスタートさせますと、途中でやめるというわけにはい

かない。義務的な経常経費になってこようかと思います。これを一般財源として今

後ずっと負担していくということが可能かどうか。その辺の財政的な見極めも十分

しなければならないというふうに思っております。 

 それから、今年度からですね、就学前の子供たちのインフルエンザの接種につい

ても無料化ということで実施をしたところであります。その他、もろもろの施策を

同時並行的に進めなければならないということになってくるわけでありますけども、

十分、財政的な見通しを立てた上で、これは検討されなければならないというふう

に思っております。 

 それにつきましては、先ほど申し上げましたが、できればですね、県の制度とし

て新たな支援制度を創設していただければ、あわら市だけではなくて、県内すべて

の自治体が大変喜ぶのではないかな、取り組みやすくなるのではないかなと思って

おりますので、県に対してもこういう要望をしていきたいと思っております。 

 実は、先だって行われました県内の市長、町長と知事との懇談会の中でも、ある

市長の方から、実は、この問題が提起されました。全国の中には、小学校まで支援

をしている県があると。従って、福井県でもそういう方向で検討してもらえないか

というような要望が出されたところでありますので、できうればですね、県の制度

創設等がなされることがありがたいなというふうに思っております。 

 いずれにいたしましても、十分これは検討させていただきたいと思っております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ４番、山川知一郎君。 

○４番（山川知一郎君） 財政も考えながらということで、是非、前向きに検討してい

ただきたいと思います。おっしゃるとおり、私は、県はもちろんでございますが、

全国的に見ても、３歳までというよりは、小学校就学前ぐらいまでは全国ほとんど

の自治体でやっているのではないかなと。ところが国はこれに対して一向に前向き

な対応をしないということが非常に大きな問題だと思います。 

 今回は小学校卒業までと言っておりますが、義務教育の間は根本的には医療費は

要らないというふうに将来的にはすべきであると思いますし、その点について国や

県がもっと積極的に考えていただく必要があるなと思っております。 

 そういう点では、是非、市長の方からも、私どもも積極的に国や県に対しても訴

えをしていきたいなと思っております。 

 それから、放課後児童クラブについてでございますが、現実はですね、児童館や

公民館を使ってやられている。本荘は本荘小学校を利用してやっておられるという

ことでございますが、できれば私は、各学校はかなり空き教室があるのではないか

なと。公民館は、本来は地域の生涯学習の場でございますので、これを児童クラブ

で使うというのは公民館の使用目的からもずれるのではないかなと思いますし、公
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民館活動に差し支えが出てくるところもあるのではないか。 

 そういう点では、できれば各児童クラブは学校を使ってやるという方向で検討い

ただきたいなというふうに思うわけですが、この点について、教育委員会としては

どのようなお考えかを伺いたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 教育部長、藤崎恒美君。 

○教育部長（藤崎恒美君） 山川議員のご質問にお答えをさせていただきたいと思いま

す。 

 子供の放課後対策の実施場所といたしましては、学校の余裕教室あるいは公民館

などが挙げられておりますが、小学校の空き教室の状況でございますが、各学校で

の有効活用が図られていること、そして、仮にですね、使用のない教室がありまし

ても非常に利便性の悪い場所であるのが事実であります。そういったことで、児童

クラブの実施場所といたしましてはいささか問題があるのではないかなというふう

に思われます。 

 このことから、当面、芦原地区におきましては、もう既に本荘のクラブの方で幼

稚園を利用いたしておりますけども、幼稚園施設の利用を検討いたしていきたいと

いうふうに考えております。また、金津地区におきましては、現状の公民館等の利

用の中で、幼稚園施設の確保に伴います幼保一元化の問題もあるわけでございまし

て、これにも取り組んで参りたいというふうに考えておりますので、よろしくお願

いをいたしたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ４番、山川知一郎君。 

○４番（山川知一郎君） 今の答弁でございますけど、国もですね、小学校６年生まで

を対象にした放課後児童応援事業として補助をするというふうになっているとい

うことでございますが、教育委員会としては、そういう点は余り積極的には考えて

おられないのでしょうか。再度伺いたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 教育部長、藤崎恒美君。 

○教育部長（藤崎恒美君） ただいまのご質問にお答えいたしたいと思います。 

 放課後の子供対策につきましては、定期的に福祉部門が行っております放課後児

童クラブとの調整につきましては議論を重ねているところでございますけども、今

一番問題といたしておりますのは、施設の問題でございます。 

 文部科学省が提唱いたしております児童クラブのプランにつきましては、小学校

の１年生から６年生までが対象となるわけでございまして、福祉部門が行います放

課後児童クラブとの重複ということになっているわけでございます。これにつきま

しては、今ほど申し上げましたように、施設の確保ということに重点を置きまして、

今後とも十分検討して参りたいというふうに考えておりますので、よろしくお願い

いたします。 
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（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 先ほどの答弁で一部訂正をさせていただきたいと思います。 

 幼児のインフルエンザ予防接種事業を今年度から無料化したと申し上げたと思い

ますが、補助を始めたということでございます。医療費は無料にしておりますけど

も、インフルエンザの方は補助でありますので、訂正をさせていただきたいと思い

ます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ４番、山川知一郎君。 

○４番（山川知一郎君） 放課後児童クラブは、先ほど言いましたように、国も学校を

使ってやるということで積極的に政策を打ち出しているということでございます。

親から見てもですね、学校でしていただけるというのは非常に安心できるのではな

いかなと。いろいろ施設の問題とか、指導員の問題とか、課題はあるかと思います

けども、是非、そこらあたりは前向きにですね、学校でやるという方向でこれから

検討していただきたいというふうに思います。 

 それからもう一つ、現在、北潟、新郷地区ではやられていないんですが、この点

については今後の実施予定というか、そういうものはどうなっているんでしょうか。

伺いたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市民福祉部長、山岸利紀君。 

○市民福祉部長（山岸利紀君） 山川議員の再度のお尋ねの新郷地区での放課後児童ク

ラブの今後の考え方でございますが、先ほど市長の答弁の中でもございましたよう

に、これから新しい地区での対応というのを、関係課も含めまして、いろいろ協議

をして参りたい。ただ、今後、実施する方向の中でいろいろ検討させていただきた

いということでございますので、現段階におきましてはそういうところでとどまっ

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ４番、山川知一郎君。 

○４番（山川知一郎君） 新郷と北潟と言いましたが、吉崎もありません。ないと思い

ます。地元の要望がどの程度あるのかないのかも、私もよくつかんでおりませんけ

れども、是非、前向きに、まだできていないところでは実施するという方向で検討

をしていただきたいなというふうに思います。 

 それでは、三つ目の問題に移りたいと思います。 

 農業の問題でございます。 

 ご承知のことと思いますが、現在日本の農業は危機的な状況にございます。生産

コストを下げるために、農地の集積や生産を担う農業法人の組織化等が進められて

おりますが、先は見えておりません。担い手の高齢化と後継者不足、下落する一方

の米価、慢性的赤字経営等々が農業離れを促進し、耕作放棄地の増加を招いており
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ます。 

 根本原因は、国内で必要な食料をほぼ自給できるだけの農地があるにもかかわら

ず、農業を自動車や家電製品など工業製品輸出の犠牲にして、農産物を海外からど

んどん輸入しているところにあると思います。 

 特に米については、国内で余っているからと、農家に３割を超える減反を押しつ

けていながら、一方で、毎年７７万トンもの米を輸入しております。これほど農家

をばかにした政策はないというふうに思います。これはまさに国を滅ぼす政策であ

ると言わなければならないと思います。 

 この結果、いまや日本の食料自給率はわずか３９％。ここにメスを入れなければ、

日本農業の再生はあり得ないというふうに思っております。 

 このような政策の結果、耕作放棄地が増えていますが、政府はそのことを逆手に

とって、農地の効率的な利用を図るとして、今国会に農地法改正を提出しておりま

す。既に衆議院は、自民党、公明党、民主党の賛成によって通過したということで

ございますが、この農地法の改正は、戦後ずっと続いてきた、農地は耕作する農民

が所有するという原則を崩して、大企業による農地取得に道を開こうとするものだ

というふうに考えます。大企業が農業に参入すれば、農村集落は崩壊し、環境破壊

が進む恐れもあります。何よりも、安全な食料の生産、供給が危うくなります。 

 農産物の輸入を縮小し、当面、食料自給率を５０％以上にすること。特に米につ

いては、輸入を完全にストップして、減反を縮小し、さらに米１俵１万８,０００円

以上の価格保障をすること、中山間地に対する支援を拡充すること、農業と農村集

落を破壊する農地法改正を止めること、そして、若者が展望を持って農業に取り組

めるようにする。ここにしか日本農業の再生の道はないと考えております。 

 市長には、是非、あわらの基幹産業でもある農業再生の先頭に立っていただいて、

政府に対して、言うべきことはしっかりと言っていただきたいというふうに思って

おりますが、これらについて市長の見解を伺いたいと思います。 

 また、現状の中で何とか農業を維持していくためには、農地の集積や土地改良、

用水の確保、イノシシなど有害鳥獣対策を強化することなどが必要と考えますが、

今の農家にはもうその体力はほとんどありません。これらの事業については今まで

以上の助成が必要と考えますが、この点についても市長の見解を伺いたいと思いま

す。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 経済産業部長、坪田清孝君。 

○経済産業部長（坪田清孝君） 山川議員のご質問にお答えをいたします。 

 現在、国会で審議されている農地法の改正についてでありますが、今回の改正で

は、耕作放棄地を解消し、食料自給率を向上させることを目的に、賃貸借による農

地流動化を促進し、農地の借り上げを企業にも開放しようとするものであります。

これはですね、企業と農家の協力、提携を容易にし、企業が得意とする資本力、そ

れから、販売力、技術力の導入を狙ったものであると解しております。 
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 しかしながら、議員ご指摘のとおり、このことは、地域を支えてきた農地が地域

から切り離されるという側面を持っており、「農地を守る」という農地所有者の意識

が薄れるといった危険性もあわせ持っているのではないかと、私としても感じてい

るところであります。 

 ところで、あわら市における耕作放棄地の現状でありますが、南部及び東部の水

田につきましては、法人化を核とする集落営農の進展により、懸念を抱く状況には

ないかと考えております。 

 しかしながら、丘陵地を含む北部地域では、水田約６ヘクタールが、また、畑で

は、坂井北部丘陵地の約１割に当たる６４ヘクタールが耕作放棄地であり、管理耕

作を含む遊休農地を加えると、約３割、２００ヘクタールに達する状況にあります。

これは、畑作農家における高齢化の進展や後継者不足による労働力の低下が大きな

要因となっており、本市における大きな行政課題となっております。 

 このことから、本年４月、市と関係機関が連携し、丘陵地を中心とした北部地域

を対象に「あわら市農業サポートセンター」を立ち上げ、農家の手助けをする「援

農クラブ」の創設などによる支援体制づくりを進めるとともに、地域農業を支える

企業的経営体の育成にも努めているところであります。 

 また、耕作放棄地の解消に向け、今回の補正予算にも関連予算を計上しておりま

すが、いかに耕作放棄地を再生いたしましても、そこに農業を営む後継者を確保し

ないことには、画餅に帰すことは明らかであり、労働力の育成、確保が何よりも重

要であると考えております。 

 なお、今回の農地法改正により、企業の農業参入が法制化されるのであれば、一

定の条件づけは不可欠であるとの認識に立ち、その上で、地域農業者との契約栽培

や加工施設の誘致による雇用の創出など、農業者との連携や地域の利益が見通せる

ものであるならば、積極的に検討すべきものと考えておりますので、ご理解を賜り

ますようお願いいたします。 

 次に、農産物貿易のあり方やミニマムアクセス米の取り扱いにつきましては、現

在、ＷＴＯにおける農業交渉において議論が続けられている事項でありますが、我

が国にとりましては、予断を許さない状況にあるとの認識を持っております。 

 また、減反の縮小と米価保障につきましては、農林水産省において減反パターン

に応じた米価試算がなされ、既に公表されているところであります。農林水産省で

は、今後の減反政策のあり方について、全国各地の意見を聞きたいとのことであり

ます。 

 なお、これまでの減反政策につきましては、地方によって取り組みに格差があり、

不公平感や米価の下落傾向に歯止めがかからないといったことに対し、農家のいら

立ちが募っているのではないかと推察しております。 

 市といたしましては、関係機関や農業生産団体が一致団結し、福井県としての考

えを反映できるよう、強く国へ働きかけることが重要であると考えております。 

 最後に、農地の集積や土地改良、また、用水確保や鳥獣害対策の強化とそれに伴
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う助成の増額についてのご質問ですが、農地の集積については、当市では既に品目

横断的経営安定対策への取り組みとあわせ、集落営農の法人化を進めてきたことに

より、一定の成果があったものと考えております。 

 また、土地改良や用水確保につきましては、国営九頭竜川下流農業水利事業によ

って用水不足を解消する計画となっており、鳥獣害対策に関しましては、中山間地

域等直接支払制度や農地・水・環境保全向上対策の活用、さらには、昨年度からは

鳥獣害防止総合対策事業による固定柵の導入が進められております。 

 いずれにいたしましても、中山間地域に対しましては、可能な限りの助成制度や

事業を活用いたしております。関係集落におかれては、これら事業の活用とあわせ、

地域住民が一体となった取り組みをしていただきますようお願いを申し上げ、答弁

とさせていただきます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ４番、山川知一郎君。 

○４番（山川知一郎君） 今回の農地法改正案の中には、賃貸借期間を今までの２０年

から５０年にするということも含まれておりますし、標準小作料を撤廃するという

ようなことも含まれております。国会で衆議院も通ったということで、これにスト

ップをかけるのはかなり難しいかなとは思っておりますけれども、現実にこの法律

が動き出し、一たん賃貸借をいたしますと、今の２０年でもあれですが、５０年も

貸した農地を５０年後に返すと言われても、それはもう農地としては利用がほとん

どできないということになって、本当に農村が崩壊する可能性が非常に強いなとい

うふうに思っております。標準小作料が撤廃されますと、これまた資本力のあると

ころにどんどん優良な農地は集積されていくというようなことにもなると。 

 いずれにしても、ずっと小規模で、家族経営で支えてきた日本の農村のあり方が

根本から崩れていく可能性があるなというふうに思っておりまして、そういう点で

は、これが成立してもですね、そこらあたりについては十分留意して、具体的な施

策を進めていただきたいなというふうに思っております。 

 あわら市が、農業対策については非常に力を入れてやっていただいているという

ことは、私もよく理解をしているつもりでございますが、私の住んでおります剱岳

地区でですね、用水問題をどうするかということで議論をしておりますが、九頭竜

川の水を引きますと、大体２０年間にわたって、ランニングコストなども入れると、

反当たり２万円ぐらい、償還も含めて負担しなければならなくなるのではないか。

結局、なかなか議論が煮詰まりません。今、集まって議論しているのが、ほとんど

６０代、７０代の者で、２０年先には誰もいないのではないかというようなことで、

２０年間本当にそれだけの負担ができるのかについて全く見通しが立たないという

のが現実でございます。 

 そういう点では、是非、これらについては今まで以上のですね、支援をしていた

だかなければ、とてもこれを実行するのはできないのではないかなというふうに思

っております。 
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 それから、イノシシ対策もですね、非常に金がかかると。今年もまた電気柵を設

置いたしましたが、今までの電気柵ではだんだん慣れてきて、効果が薄くなってき

ていると。何としても固定柵にする必要があるというふうに言われておりますが、

これもまた非常に金がかかると。このあたりについて、市だけではなかなか難しい

面もあるかと思いますが、何とか今まで以上の支援をしていただかなければ実現は

難しいのではないかと思いますが、このあたりについての考え方をお聞かせいただ

ければというふうに思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 経済産業部長、坪田清孝君。 

○経済産業部長（坪田清孝君） 質問には前段の部分もございましたので、その部分も

加えてご説明を申し上げたいなと思っております。 

 まず、今回の農地法の改正によりまして、一つは企業への窓口を広げるというの

が大きな趣旨でございますが、その中で特に標準小作料の廃止等もやはり含まれて

ございます。これは私どもといたしましても、非常に懸念するところでございまし

た。小作料が決まってないと、なかなか賃貸借で農地を貸すこと自体に問題がある

だろうという具合にも考えております。これは全国農業会議所等を通じて、私ども

も強く国の方へ訴えていきたいと考えてございます。 

 もう一つは、参入してくる企業でございますが、今の新インフルエンザ同様です

ね、虚偽の申請で入ってこられる企業があると非常に農地が荒れる可能性がござい

ます。やはり水際で止めるというようなことについてもですね、あわら市の農業委

員会を通じて頑張っていきたい、審査していきたいという具合に考えておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

 それと、２点目の特に農業用水の問題でございます。基本的に、今、九頭竜川の

国営の事業を実施いたしましても、その後に続く県営の事業。これについてはどう

しても地元負担が伴うこととなってございます。あくまでも受益者負担の原則によ

るものでございますが、できるだけ国の事業の施工延長を末端のところまで持って

くるよう、私どもも要請、要望はしていく予定でございます。 

 あと、県営の分につきましては、国が行っております国の負担金の無利子化、今

は３年の法律でございますが、これを延長してもらえるような働きかけも、やはり、

今の農業情勢を考えると、やっていく必要があるのかなという具合に考えておりま

す。 

 それと、鳥獣害対策の件でございますが、これも昨年からやってございます鳥獣

害防止総合対策事業による、特に特措法に基づいた事業によりまして、今まで４２

キロの電気柵を固定柵に徐々に、計画的に切替えているところでございます。この

事業も特措法で作られてはございます。３年間の期限というものがございますが、

できたらこれにかわるものが、国の事業がなくなれが県の方でまたこういう事業を

実施していただくよう、市の方からも要請していきたいと考えておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 
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（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ４番、山川知一郎君。 

○４番（山川知一郎君） 是非、積極的に、前向きで検討していただいて、何とか今の

農村集落が維持されて、農業で食べれるような農家になるように、是非、支援を強

化をしていただきたいというふうに思います。 

 以上で終わります。 

                                       

   ◎散会の宣言 

○議長（東川継央君） 以上で一般質問を終結します。 

 本日の日程は全て終了いたしました。 

 明日から２４日までは休会とし、休会中に付託されました案件について、それぞ

れ常任委員会の審査をお願いします。 

 本会議は、５月２５日、再開をいたします。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

（午後３時 12分） 

                                       

  地方自治法第１２３条の規定により署名する 

 

  平成２１年  月  日 

               

               議  長 

 

               署名議員 

 

               署名議員 
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第３８回あわら市議会定例会議事日程 

 

                          第 ２ 日 

                          平成２１年５月２５日（月） 

                          午後１時開議 

 

１．開議の宣告 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 議案第６８号 平成２１年度あわら市一般会計補正予算（第１号） 

日程第 ３ 議案第６９号 あわら市住居表示審議会条例の一部を改正する条例の制

定について 

日程第 ４ 議案第７０号 あわら市総合振興計画審議会条例の一部を改正する条例

の制定について 

日程第 ５ 議案第７１号 あわら市環境基本条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

日程第 ６ 議案第７２号 あわら市男女共同参画推進条例の一部を改正する条例の

制定について 

日程第 ７ 議案第７３号 字の区域及び名称の変更について 

日程第 ８ 請願第 １号 核兵器廃絶を実現するための請願 

日程第 ９ 継続審査中の調査事件について 

日程第１０ 議案第７５号 あわら市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改

正する条例の制定について 

日程第１１ 発議第 １号 あわら市議会の議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に

関する条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１２ 議案第７６号 平成２１年度あわら市一般会計補正予算（第２号） 

日程第１３ 議案第７７号 平成２１年度あわら市老人保健特別会計補正予算（第１

号） 

日程第１４ 議案第７８号 平成２１年度あわら市産業団地整備事業特別会計補正予

算（第１号） 

 

１．閉議の宣告 

１．議長閉会あいさつ 

１．市長閉会あいさつ 

１．閉会の宣告 
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